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１．外部火災影響評価対象の考え方 

原子力規制委員会の定める「実用発電用原子炉及びその附属

施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則（以下「設置許

可基準規則」という。）」第 6条及び「実用発電用原子炉及びそ

の附属施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」と

いう。）」第 7条において，外部からの衝撃による損傷の防止と

して，安全施設は，想定される自然現象（地震及び津波を除く。）

又は人為事象（故意によるものを除く。）に対して安全機能を

損なわないものでなければならないとされている。 

このため，「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド（以下

「評価ガイド」という。）」に基づき，外部火災影響評価を行い，

外部火災により，発電用原子炉施設へ影響を与えないこと及び

二次的影響に対する適切な防護対策が施されていることを 評

価する。 

外部火災の影響を受けた場合，発電用原子炉施設の安全性を

確保するために必要な設計上の要求事項を喪失し，安全性の確

保が困難となるおそれがあることから，防護対象は「発電用軽

水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」に

おいて安全機能を有する安全重要度分類のクラス 1,クラス 2

及びクラス 3に属する構築物，系統及び機器とする。今回，防

護対象とした構造物，系統及び機器については，外部火災発生

時には，原則防火帯の内側で防護し，対象施設周辺の消火活動

等により影響を及ぼさないよう防護する。 

（１） 外部事象防護対象施設

外部火災によってその安全機能が損なわれないことを確認

する必要がある施設のうち，外部事象防護対象施設は，外部事

象に対し必要な構築物，系統及び機器（発電用原子炉を停止す

るため，また，停止状態にある場合は引き続きその状態を維持

するために必要な異常の発生防止の機能，又は異常の影響緩和

の機能を有する構築物，系統及び機器，並びに，使用済燃料プ

ールの冷却機能及び給水機能を維持するために必要な異常の

発生防止の機能，又は異常の影響緩和の機能を有する構築物，

系統及び機器として安全重要度分類のクラス１，クラス２及び

安全評価上その機能に期待するクラス３に属する構築物，系統

及び機器）に加え，それらを内包する建屋とする。 

１. 外部火災に対する防護対象及び影響評価対象の考え方

原子力規制委員会が定める「実用発電用原子炉及びその附属

施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」の第六条にお

いては，外部からの衝撃による損傷の防止として，安全機能を

有する構築物，系統及び機器が，想定される自然現象（地震及

び津波を除く。）又は発電用原子炉施設の安全性を損なわせる

原因となるおそれがある事象であって，人為によるもの（故意

によるものを除く。）に対して安全機能を損なわないものでな

ければならないとされている。 

安全機能が損なわれないことを確認する必要がある施設を，

「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審

査指針」で規定されている重要度分類（以下「安全重要度分類」

という。）のクラス１，クラス２及びクラス３に属する構築物，

系統及び機器とする。 

1.1 外部事象防護対象施設等の抽出 

外部火災によってその安全機能が損なわれないことを確認

する必要がある施設のうち，外部事象防護対象施設は，外部

事象に対し必要な構築物，系統及び機器（発電用原子炉を停

止するため，また停止状態にある場合は引き続きその状態を

維持するために必要な異常の発生防止の機能又は異常の影響

緩和の機能を有する構築物，系統及び機器として安全重要度

分類のクラス１，クラス２及び安全評価上その機能に期待す

る安全重要度分類のクラス３に属する構築物，系統及び機器）

とする。また，外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象

施設を内包する建屋を併せて，外部事象防護対象施設等とい

う。外部事象防護対象施設等の抽出フローを第1.1-1図に，抽

1. 外部火災影響評価対象の考え方

原子力規制委員会の定める「実用発電用原子炉及びその附属

施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則（以下「設置許

可基準規則」という。）」第６条及び「実用発電用原子炉及びそ

の附属施設の技術基準に関する規則（以下「技術基準規則」と

いう。）」第７条において，外部からの衝撃による損傷の防止と

して，安全施設は，想定される自然現象（地震及び津波を除く。）

又は人為事象（故意によるものを除く。）に対して安全機能を損

なわないものでなければならないとされている。 

このため，「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド（以下「評

価ガイド」という。）」に基づき，外部火災影響評価を行い，外

部火災により，発電用原子炉施設へ影響を与えないこと及び二

次的影響に対する適切な防護対策が施されていることを評価す

る。 

外部火災の影響を受けた場合，発電用原子炉施設の安全性を

確保するために必要な設計上の要求事項を喪失し，安全性の確

保が困難となるおそれがあることから，防護対象は「発電用軽

水型原子炉施設の安全機能の重要度分類に関する審査指針」に

おいて安全機能を有する安全重要度分類のクラス１，クラス２

及びクラス３に属する構築物，系統及び機器とする。今回，防

護対象とした構築物，系統及び機器については，外部火災発生

時には，原則防火帯の内側で防護し，対象施設周辺の消火活動

等により影響を及ぼさないよう防護する。 

(１) 外部事象防護対象施設

外部火災によってその安全機能が損なわれないことを確認す

る必要がある施設のうち，外部事象防護対象施設は，外部事象

に対し必要な構築物，系統及び機器（原子炉を停止するため，

また，停止状態にある場合は引き続きその状態を維持するため

に必要な異常の発生防止の機能，又は異常の影響緩和の機能を

有する構築物，系統及び機器，並びに，燃料プールの冷却機能

及び給水機能を維持するために必要な異常の発生防止の機能，

又は異常の影響緩和の機能を有する構築物，系統及び機器とし

て安全重要度分類のクラス１，クラス２及び安全評価上その機

能に期待するクラス３に属する構築物，系統及び機器）に加え，

それらを内包する建物とする。 
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その上で，消火活動等の防護手段を期待しない条件のもと，

火元からの離隔で防護するため，想定される外部火災に対して

熱影響評価，ばい煙等による影響評価を実施する。（第 4-2 表） 

（２） その他の安全施設

その他の安全施設は，原則防火帯により防護し，建屋内の設

備は建屋による防護，屋外設備は代替手段等で安全機能に影響

がないことを確認する。屋外に設置してあり代替手段がない設

備（主排気筒）については，個別に熱影響評価を実施する。（第 

4-3 表）

なお，防火帯による防護ができない設備は，送電線，通信線，

モニタリングポスト及び気象観測装置となるが，これらが機能

喪失した場合であっても，防火帯の内側で防護する非常用ディ

ーゼル発電機，無線連絡設備，可搬型モニタリングポスト及び

可搬型気象観測装置により安全機能 

（３） 重大事故等対処設備

設計基準事象に対して耐性を確保する必要があるのは設計

基準対象施設であり，重大事故等対処施設ではないが，設計

基準を超える事象が発生した場合に使用する重大事故等対処

施設が，その前段の設計基準事象の自然現象によって機能喪

失することは回避するべきであることから，原則防火帯の内

側に配置し外部火災の熱影響を回避する。（第 4-4 表） 

防火帯による防護ができない設備として，モニタリングポス

ト，気象観測装置があるが，これらが機能喪失した場合であっ

ても，防火帯の内側で防護する可搬型モニタリングポスト，可

搬型気象観測装置により安全機能は維持される。 

なお，外部火災に対する重大事故等対処設備の設計方針は，

設置許可基準規則第 43 条（重大事故等対処設備）にて考慮す

る。 

出結果を第1.1-1表に示す。 その上で，消火活動等の防護手段を期待しない条件のもと，

火元からの離隔で防護するため，想定される外部火災に対して

熱影響評価，ばい煙等による影響評価を実施する。（第 4-2表） 

(２) その他の安全施設

その他の安全施設は，原則防火帯により防護し，建物内の設

備は建物による防護，屋外設備は代替手段等で安全機能に影響

がないことを確認する。（第 4-2表） 

なお，防火帯による防護ができない設備は，送電線，通信線

及びモニタリング・ポストとなるが，これらが機能喪失した場

合であっても，防火帯の内側で防護する非常用ディーゼル発電

機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機（以下「非常用デ

ィーゼル発電機」という。），無線通信設備及び可搬式モニタリ

ング・ポストにより安全機能は維持される。

(３) 重大事故等対処設備

設計基準事象に対して耐性を確保する必要があるのは設計基

準対象施設であり，重大事故等対処施設ではないが，設計基準

を超える事象が発生した場合に使用する重大事故等対処施設

が，その前段の設計基準事象の自然現象によって機能喪失する

ことは回避するべきであることから，原則防火帯の内側に配置

し外部火災の熱影響を回避する。（第 4-3 表） 

防火帯による防護ができない設備として，モニタリング・ポ

ストがあるが，これらが機能喪失した場合であっても，防火帯

の内側で防護する可搬式モニタリング・ポストにより安全機能

は維持される。 

なお，外部火災に対する重大事故等対処設備の設計方針は，

設置許可基準規則第 43条（重大事故等対処設備）にて考慮する。 
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２． 影響評価内容 

（１）熱影響評価について 

外部事象防護対象施設のうち，外部火災の影響を受ける評

価対象施設については，評価ガイドに基づき，建屋の外側（コ

ンクリート，鋼，扉，貫通部で形成される障壁）の熱影響に

対する耐性評価を実施する。選定フロー（第 3-1図）に基づ

き抽出する施設のうち，屋内設置の外部事象防護対象施設に

ついては，内包する建屋により防護するとし，評価対象施設

として抽出された建屋側面のコンクリート壁の温度評価を

実施し，建屋内の外部事象防護対象施設に影響を及ぼさない

ことを確認する。また，屋外の評価対象施設については，各

機器について熱影響評価を実施する。(第 3-1 表) 

（２）二次的影響評価 

外部火災の二次的影響を受ける評価対象施設については，

ばい煙等による安全上重要な設備に対する影響評価として，

非常用ディーゼル発電機等について影響評価を実施する。 

選定フロー（第 3-2 図）に基づき，ばい煙等による影響評

価の評価対象施設を抽出し，評価を実施する。 

a. 屋外設備で外気を内部に取り込む設備（対象なし）

b. 屋外設備で開口部のある設備

非常用ディーゼル発電機排気口

c. 屋内設備で外気を直接取り込む設備

換気空調系（原子炉建屋，ディーゼル発電機電気品区

域，中央制御室，コントロール建屋計測制御電源盤区

域，海水熱交換器区域） 

非常用ディーゼル発電機 

また，外部火災発生時のばい煙等による居住性評価の観点

から，中央制御室の影響評価を実施し，煙や埃に対して脆弱

な設備として安全保護系について影響評価を実施する。 

2. 影響評価内容

(１) 熱影響評価について

外部事象防護対象施設のうち，外部火災の影響を受ける評価

対象施設については，評価ガイドに基づき，建物の外側（コン

クリート，鋼，扉，貫通部で形成される障壁）の熱影響に対す

る耐性評価を実施する。選定フロー（第 3-1 図）に基づき抽出

する施設のうち，屋内設置の外部事象防護対象施設については，

内包する建物により防護するとし，評価対象施設として抽出さ

れた建物側面のコンクリート壁の温度評価を実施し，建物内の

外部事象防護対象施設に影響を及ぼさないことを確認する。ま

た，屋外の評価対象施設については，各機器について熱影響評

価を実施する。（第 3-1表） 

(２) 二次的影響評価

外部火災の二次的影響評価を受ける評価対象施設について

は，ばい煙等による安全上重要な設備に対する影響評価として，

非常用ディーゼル発電機等について影響評価を実施する。 

選定フロー図（第 3-2 図）に基づき，ばい煙等による影響評

価の評価対象施設を抽出し，評価を実施する。 

ａ．屋外設備で外気を内部に取り込む設備 

・対象なし※

ｂ．屋外設備で開口部のある設備 

・非常用ディーゼル発電機排気口

ｃ．屋内設備で外気を直接取り込む設備 

・非常用ディーゼル発電機

・換気空調設備（原子炉建物付属棟空調換気系，中央制

御室換気系） 

また，外部火災発生時のばい煙等による居住性評価の観点か

ら，中央制御室の影響評価を実施し，煙や埃に対して脆弱な設

備として安全保護系について影響評価を実施する。 

※：原子炉補機海水ポンプ及び高圧炉心スプレイ補機海水ポ

ンプは，屋外に設置しているが，電動機内部に直接外気

を取り込まない全閉外扇形構造の冷却方式であり，外気

を直接電動機内部に取り込まない構造であることから評
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３．重大事故等対処設備に対する考慮 

第 3-6 図の外部火災に対する重大事故等対処設備への評価フ

ローに基づき，外部火災に対し，必要な安全機能を維持できる

ことを確認する。 

第 3-1 図 熱影響評価を実施する施設の選定フロー図 

第1.1-1図 外部事象防護対象施設等の抽出フロー 

1.2 評価対象施設の抽出 

外部事象防護対象施設等のうち，屋内設備は内包する建屋

により防護する設計とし，外部火災の影響を受ける屋外施設

を評価対象施設とする。評価対象施設の抽出フローを第1.2-1

図に，抽出結果を第1.1-1表に示す。 

第1.2-1図 外部事象防護対象施設等のうち評価対象施設の 

抽出フロー 

価対象外。 

3．重大事故等対処設備に対する考慮 

  第3-4図の外部火災に対する重大事故等対処設備の評価フロ

ーに基づき，外部火災に対し，必要な安全機能を維持できるこ

とを確認した。 

第 3-1図 熱影響評価を実施する施設の選定フロー図 

・記載方法の相違

【東海第二】 

記載箇所の相違及び

選定フローにより抽出

された施設の相違 
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第 3-2 図 ばい煙に対する影響評価を実施する施設の 

選定フロー図 

1.3 その他の施設 

その他の施設は，原則として，防火帯により防護し，外部

火災により損傷した場合であっても，代替手段があること等

により，その安全機能を損なわない設計とする。 

第 3-2図 ばい煙等に対する防護対象施設選定フロー図 
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第 3-1表 防護対象及び防護方法 第 3-1表 防護対象及び防護方法 ・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根 2号炉は，軽油タ

ンク及び燃料移送ポン

プは，地下構造のため影

響評価対象外。 

なお，島根 2号炉は，

海水ポンプは，屋外設置

のため影響評価を実施 
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第 3-4図 廃棄物処理建屋復水貯蔵槽の位置 

第 3-3図 発電所構内全体 
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第 3-6図 外部火災に対する重大事故等対処施設への評価フロー 

４. 設備を防護する建屋の離隔距離

外部事象防護対象施設及び重大事故等対処設備を内包する各

建屋について，防火帯外縁からの離隔距離を下表に示す。 

この離隔距離は想定される森林火災において，評価上必要と

される危険距離（約 21m）以上あることから，外部事象防護対

象施設及び重大事故等対処設備に対して，森林火災が熱影響を

およぼすことはないと評価できる(添付資料－2 3.危険距離及

び温度評価 参照)。 

なお，防火帯に最も近く森林火災時の外壁面の温度上昇が大

きい固体廃棄物処理建屋（壁厚：0.4m）については内気の温度

評価を実施する。 

第3-4図 外部火災に対する重大事故等対処施設への評価フロー 

4. 設備を防護する建物の離隔距離

外部事象防護対象施設及び重大事故等対処設備を内包する各

建物について，防火帯外縁からの離隔距離を下表に示す。 

この離隔距離は想定される森林火災において，評価上必要と

される危険距離以上あることから，外部事象防護対象施設及び

重大事故等対処設備に対して，森林火災が熱影響を及ぼすこと

はないと評価できる。（添付資料―２ 3．危険距離及び温度評

価 参照） 

なお，防火帯に近く森林火災時の外壁面の温度上昇が大きい

固体廃棄物貯蔵所Ｄ棟（壁厚：0.5ｍ）については内気の温度評

価を実施する。 
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第 4-2表 外部事象防護対象施設及びその他の安全施設（3/15） 
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第 4-2表 外部事象防護対象施設及びその他の安全施設（8/15）

第 4-2表 外部事象防護対象施設及びその他の安全施設（9/15） 

1783



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

第 4-2表 外部事象防護対象施設及びその他の安全施設（10/15） 

1784



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12 版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4-2表 外部事象防護対象施設及びその他の安全施設（11/15） 
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第 4-2表 外部事象防護対象施設及びその他の安全施設（15/15） 
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第 4-3表 重大事故等対処設備（2/30） 
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第 4-3表 重大事故等対処設備（6/30） 
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第 4-3表 重大事故等対処設備（10/30） 
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第 4-3表 重大事故等対処設備（11/30） 
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第 4-3表 重大事故等対処設備（12/30） 
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第 4-3表 重大事故等対処設備（14/30） 

第 4-3表 重大事故等対処設備（15/30） 
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第 4-3表 重大事故等対処設備（16/30） 

  

 

第 4-3表 重大事故等対処設備（17/30） 
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第 4-3表 重大事故等対処設備（18/30） 
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第 4-3表 重大事故等対処設備（20/30） 
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第 4-3表 重大事故等対処設備（21/30） 
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第 4-3表 重大事故等対処設備（23/30） 
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第 4-3表 重大事故等対処設備（25/30） 
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第 4-3表 重大事故等対処設備（27/30） 
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第 4-3表 重大事故等対処設備（28/30） 

第 4-3表 重大事故等対処設備（29/30） 

1805



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 
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２． 影響評価内容 

(1) 熱影響評価

評価対象施設のうち，原子炉建屋内，タービン建屋内及び

使用済燃料乾式貯蔵建屋については，「原子力発電所の外部火

災影響評価ガイド」に基づき，当該建屋の外側コンクリート

壁の温度評価を実施し，コンクリートの健全性が確保される

ことを確認する。 

また，評価対象施設のうち，残留熱除去系海水系ポンプ，

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機を含む。）用海水ポンプ，主排気筒，非常用ディーゼル発

電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）及び放

水路ゲートについては，屋外に設置されていることから，こ

れらの施設の設置状況等を考慮して熱影響を評価する。（第

2-1図参照）

第 2-1図 外部火災に対する評価対象施設配置図 

(2) 二次的影響評価

外部火災の二次的影響評価として，ばい煙等による機器へ

の影響評価を実施する。 

ばい煙等による機器への影響として，外気を直接設備内に

取り込む機器，外気を取り込む空調系統（室内の空気を取り

込む機器を含む。）及び外気を取り込む屋外設置機器を評価対
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象設備として選定し評価する。 

また，ばい煙等による中央制御室に対する居住性への影響

を評価する。 

(3) 放水路ゲートについて

評価対象施設のうち放水路ゲートについては，津波の流入

を防ぐための閉止機能を有している。航空機落下を起因とし

て津波が発生することはないこと及び放水路ゲートは，大量

の放射性物質を蓄えておらず，原子炉の安全停止（炉心冷却

を含む。）機能を有していないため，航空機落下確率を算出

する標的面積として抽出しないことから，航空機墜落による

火災は設計上考慮しない。 

(4) 排気筒モニタ及び排気筒モニタ建屋について

評価対象施設のうち排気筒モニタについては，放射性気体

廃棄物処理施設の破損の検出手段として期待している。外部

火災を起因として放射性気体廃棄物処理施設の破損が発生す

ることはないが，独立事象としての重畳の可能性を考慮し，

安全上支障のない期間に補修等の対応を行うことで，排気筒

モニタ建屋も含め安全機能を損なわない設計とするため，排

気筒モニタ及び排気筒モニタ建屋の詳細検討は不要とする。 

(5) その他の別の評価対象施設に包絡される評価対象施設に

ついて 

残留熱除去系海水系ストレーナ及び非常用ディーゼル発電 

機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ス

トレーナ，非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機を含む。）室ルーフベントファン及び非常用ガ

ス処理系排気筒については，他の評価対象施設の評価に包絡

されるため，詳細検討は不要とする。包絡される根拠を以下

に示す。また，各対象の位置を第 2-2 図に示す。 
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第 2-2図 他の評価対象施設に包絡される対象の位置 

a. 残留熱除去系海水系ストレーナ及び非常用ディーゼル発

電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用

海水ストレーナ 

残留熱除去系海水系ストレーナ及び非常用ディーゼル

発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）

用海水ストレーナは以下の理由により同じ海水ポンプ室

内にあり動的機器である残留熱除去系海水系ポンプ及び

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。）用海水ポンプの評価に包絡される。 

・海水ポンプ室内にある機器の評価では，火災源から対

象までの離隔距離を一律海水ポンプ室外壁までとし

ているため，離隔距離が同じとなる。海水ポンプとス

トレーナの位置を第 2-3図に示す。

・動的機器である残留熱除去系海水系ポンプ及び非常用

ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機を含む。）用海水ポンプは，受ける熱の躯体及び

冷却空気への影響度を踏まえ，より影響が大きい冷却

空気への評価を行っており，この躯体への熱影響の評

価は，同じ材質であるストレーナに対しても同じ結果

となる。 
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第 2-3図 海水ポンプとストレーナの位置 

b. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）吸気口及び非常用ディーゼル発電機

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）室ルー

フベントファン

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）吸気口及び非常用ディーゼル発電機（高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）室ルーフベン

トファンは，以下の理由により，主排気筒の評価に包絡さ

れる。 

・同じ鋼材である主排気筒の方が，吸気口及びルーフベ

ントファンより火災源からの離隔距離が短く熱影響が

大きい。敷地内の火災源から各対象までの離隔距離を

第 2-1表に示す。 

・ルーフベントファンは，ディーゼル発電機室の排気を

行う設備であり，熱影響を受けた排気が他の設備に影

響を及ぼすことはない。 

1814



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

第 2-1表 敷地内の火災源から各対象までの離隔距離 

c. 非常用ガス処理系排気筒

非常用ガス処理系排気筒は，以下の理由により主排気筒

の評価に包絡される。 

・主排気筒の評価は，主排気筒周囲の鉄塔を評価点と

しているため，非常用ガス処理系排気筒より火災源

からの離隔距離が短く，熱影響が大きい。主排気筒

と非常用ガス処理系排気筒の位置を第 2-4図に示

す。 

・主排気筒及び非常用ガス処理系排気筒の熱影響の評

価は，同じ材質である非常用ガス処理系排気筒の方

が，離隔距離が長いため低い結果となる。 

第 2-4図 非常用ガス処理系排気筒と主排気筒の位置 
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3. 重大事故等対処設備について

  評価対象施設を外部火災から防護することにより，外部火災

によって重大事故等の発生に至ることはない。 

  また，重大事故等対処設備は，防火帯幅の確保及び建屋外壁

等により防護する。 

4. 津波防護施設について

以下の対応を行い，津波防護施設の機能維持を図る。 

・森林火災に対しては，離隔距離を確保する。

・可燃物火災に対しては，散水を行い津波防護施設の温度上

昇を抑制し，万が一，津波防護施設に熱影響が及んでいる

可能性がある場合は，当該箇所の健全性を評価し，機能に

支障がある場合は，プラントを停止し速やかに強度を保つ

よう補修を行う。 
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添付資料－2 

森林火災による影響評価について 

添付資料-2 

森林火災による影響評価について 

添付資料-2 

森林火災による影響評価について 
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1. はじめに

本評価は，発電所敷地外で発生する火災に対して安全性向上

の観点から，森林火災が柏崎刈羽原子力発電所へ迫った場合で

も発電用原子炉施設に影響を及ぼさないことを評価するもので

ある。2 章にて火炎の到達時間及び防火帯幅の評価，3 章にて

危険距離及び温度評価を実施する。 

2. 火炎の到達時間及び防火帯幅の評価

2.1森林火災の想定 

森林火災の想定は以下のとおりである。 

植生データは，森林の現状を把握するため，樹種や生育状

況に関する情報を有する自然環境保全基礎調査植生調査デ

ータの空間データを入手し， その情報を元に植生調査を実

施する。その結果から，保守的な可燃物パラメータを設定

し，土地利用データにおける森林領域を，樹種・林齢によ

りさらに細分化する。 

気象条件は過去 10 年間(2003～2012 年)を調査し，森林火

災の発生件数の多い 3～5 月の最小湿度，最高気温，及び

最大風速の組み合わせとする（第 2.1-1 図）。 

風向は最大風速観測時の風向及び卓越方向とし，柏崎刈羽

原子力発電所の風上に発火点を設定する。気象条件を第 

2.1-1 表に示す。 

柏崎刈羽原子力発電所からの直線距離 10km の間で設定す

る。 

発火源は最初に人為的行為を考え，道路沿いを発火点とす

る。発火点位置を第 2.1-4 図，第 2.1-5 図に示す。 

放水等による消火活動は期待しない。 

第 2.1-1 表 気象条件 

1. 目 的

発電所敷地外で発生する森林火災が，発電所に迫った場合で

も発電用原子炉施設に影響を及ぼさないことを以下の項目によ

り評価した。 

(1) 火炎の到達時間

(2) 防火帯幅

(3) 熱影響

(4) 危険距離

2. 森林火災の影響評価要領

  「原子力発電所の外部火災影響評価ガイド 附属書Ａ 森林火

災の原子力発電所への影響評価について」（以下「評価ガイド」

という。）に従い森林火災を想定※し，発電所への影響について

評価した。 

  なお，森林火災の解析に当たっては，評価ガイドにおいて推

奨されている森林火災シミュレーション解析コードＦＡＲＳＩ

ＴＥを使用し解析を実施した。 

※森林火災の想定（評価ガイドより）

(１) 森林火災における各樹種の可燃物量は現地の植生から

求める。 

(２) 気象条件は過去 10年間を調査し，森林火災の発生件数

の多い月の最小湿度，最高気温，及び最大風速の組合せ

とする。

(３) 風向は卓越方向とし，発電所の風上に発火点を設定す

る。ただし，発火源と発電所の位置関係から風向きを卓

越方向に設定することが困難な場合は，風向データ等か

ら適切に設定できるものとする。

(４) 発電所からの直線距離 10kmの間で設定する。

(５) 発火源は最初に人為的行為を考え，道路沿いを発火点と

する。さらに，必要に応じて想定発火点を考え評価する。 

1. はじめに

本評価は，発電所敷地外で発生する火災に対して安全性向上

の観点から，森林火災が島根原子力発電所へ迫った場合でも発

電用原子炉施設に影響を及ぼさないことを評価するものであ

る。２章にて火炎の到達時間及び防火帯幅の評価，３章にて危

険距離及び温度評価を実施する。 

2. 火炎の到達時間及び防火帯幅の評価

2.1 森林火災の想定 

森林火災の想定は以下のとおりである。 

・植生データは，森林の現状を把握するため，樹種や生育

状況に関する情報を有する森林簿の空間データを島根県

より入手し，その情報を元に植生調査を実施する。その

結果から，保守的な可燃物パラメータを設定し，土地利

用データにおける森林領域を，樹種・林齢によりさらに

細分化する。

・気象条件は過去 10 年間（2003 年～2012 年）を調査し，

森林火災の発生件数の多い３～８月の最小湿度，最高気

温，及び最大風速の組み合わせとする（第 2.1-1図）。

・風向は最大風速観測時の風向及び卓越風向とし，島根原

子力発電所の風上に発火点を設定する。気象条件を第

2.1-1表に示す。

・島根原子力発電所からの直線距離 10kmの間で設定する。 

・発火源は最初に人為的行為を考え，道路沿いを発火点と

する。発火点位置を第 2.1-3図に示す。

・放水等による消火活動は期待しない。

第 2.1-1表 気象条件 

・条件の相違

【柏崎 6/7】 

島根 2 号炉，東海第二

は，外部火災影響評価ガ

イドを踏まえて，「森林

簿」の空間データを使用 
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第 2.1-1 図 森林火災の多い月の調査 

(1) 発火点の設定方針

柏崎刈羽原子力発電所からの直線距離 10km の間に設定す

る。 

陸側方向（柏崎刈羽原子力発電所の西側が海）の発電所風

上を選定する。 

風向は，最大風速記録時の風向と卓越風向の風である南南

東を選定する（第 2.1-2 図）。 

人為的行為を考え，交通量が多く火災の発生頻度が高いと

想定される国道沿いを選定する。 

第 2.1-1図 森林火災の多い月の調査 

(1) 発火点の設定方針

・島根原子力発電所からの直線距離 10kmの間に設定する。 

・陸側方向（島根原子力発電所の北側が海）の発電所風上

を選定する。

・風向は，最大風速記録時の風向と卓越風向の風である南

西及び東北東を選定する。

・人為的行為及び過去に発電所のある松江市鹿島町内で発

生した森林火災発生地点並びに，発電所までの経路の状

・条件の相違

【柏崎 6/7】 

地域特性を踏まえた

森林火災における発火

点の選定の相違 
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なお，平成 15～24 年度の新潟県の林野火災の主な発生原因

は，第 2.1-3 図に示すとおり，件数の多い順で火入れ 71 件，

たき火 61 件，たばこ 19 件となっている。いずれの発生原因

も，民家，田畑周辺あるいは道路沿いで発生する人為的行為と

なっている。 

第 2.1-2 図 最多風向及び最大風速観測時の風向 

第 2.1-3 図 新潟県の森林火災の出火原因割合（H15～24 年） 

況（河川の有無等）も加味し，火災の発生頻度が高いと

想定される集落部又は道路沿いのうち，森林部との境界

を具体的な発火点として選定する。 

なお，平成 15 年～24 年の島根県の林野火災の主な発生原因

は，第 2.1-2図に示すとおり，件数の多い順でたき火，火入れ，

火遊びとなっている。いずれの発生原因も，民家，田畑周辺あ

るいは道路沿いで発生する人為的行為となっている。 

第 2.1-2図 島根県松江市の森林火災の出火原因割合（H15～H24） 
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(2) 立地条件を考慮した発火点の設定

（ケース 1）

発電所近隣からの発火の方が防火帯周辺に火災が到達するま

での時間が短くなることから，発電所敷地境界周辺の国道 352 

号線沿いの発火を想定する。防火帯までの距離が短くなる南南

東方向の国道 352 号線沿いに発火点を選定する。（防 火帯から

約 0.6km） 

（ケース 2）

発電所遠方からの発火の方が火災の規模が大きくなる（火災

前線が広がり，発電所構内を同時期に取り囲むような火災とな

る）ことから，国道 8 号線沿いの発火を想定する。火入れ・た

き火等による火災も考慮し，家屋・田畑がある南南東方向の国

道 8 号線沿いに発火点を選定する。（防火帯から約 3.4km） 

（ケース 3）

卓越風向として南東方向からの風も一部存在すること，及び

防火帯までの距離が南南東方向より短くなることから，参考の

ため防火帯までの距離が短くなる南東方向の国道 352 号線沿

いに発火点を選定する。（防火帯から約 0.4km） 

なお，国道 116 号線からの発火については，火炎が到達する

時間はケース 1 及びケース 3 の方が短くなり，火災の規模は

ケース 2 の方が大きくなることから，評価は包絡される。

(3) 森林火災評価における発火点の妥当性

（ケース 1，3）

ケース 1，3 の発火点周辺は，マツ 40 年生以上(評価では 10

年生のデータを入力)の植生が広がっており柏崎刈羽原子力発

電所に向けて下り勾配である。敷地周辺道路沿いで発火地点を

ずらした場合においても植生及び傾斜に差がないことから評価

結果に違いが出ることはない。 

(2) 立地条件を考慮した発火点の設定

（ケース１）

発電所に対し，最大風速記録時の風上方向約２㎞付近に河川

（佐陀川）があり，これより遠方については，河川によって森

林部・田畑が分断されていることから，森林火災は延焼しない。 

河川以降で発電所に向かう間にある集落は恵曇地区，深田地

区がある。風下方向の地形が上り勾配となっている場合に火災

が延焼し易いこと，遠方からの火災は広範囲に延焼することを

考慮して，発電所の周囲にある標高差約 150m の山林の麓にあ

り，発電所に対して，より南西方向にある恵曇地区を発火点に

選定する。 

（ケース２）

発電所に近接する地点での森林火災延焼による影響を評価す

る地点として，敷地境界と近い県道 37号線沿いを発火点に選定

する。 

（ケース３，４）

発電所に対し，卓越風向の風上にある集落として，御津地区，

島根町（大芦地区），上講武地区がある。 

このうち，御津地区，上講武地区では過去に森林火災の発生

があったことから，ケース３で御津地区，ケース４で上講武地

区を発火点に選定する。 

（ケース５）

卓越風向の遠方からの火災は広範囲に延焼することを考慮し

て，島根町（大芦地区）を発火点に選定する。 

(3) 森林火災評価における発火点の妥当性

発電所周辺から発電所へ向かう地形は，敷地境界までは約

150mの山林に向けて緩やかな上り勾配となっており，これを越

えるとどの方向からもほぼ同等な下り勾配となっている。 

このことから，地形を考慮した発火点としても，解析ケース

１～５の発火点により代表評価可能である。 

・条件の相違

【柏崎 6/7】 

地域特性を踏まえた

森林火災における発火

点の選定の相違 

・条件の相違

【柏崎 6/7】 

地域特性を踏まえた

森林火災における発火

点の選定の相違 
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（ケース 2）

ケース 2 の発火点周辺は，水田が広がっており平坦な地形で

ある。国道沿いで発火地点をずらした場合においても，植生及

び傾斜に差がないことから評価結果に違いは出ることはない。

柏崎刈羽原子力発電所に向けて上り勾配であり，上り勾配の方

が火災の規模が大きくなることから保守的な設定である。また，

南東方向遠方については，以下の理由から評価対象外とした。 

ケース 2 において火災の規模が大きくなる場合を考慮し，南

南東方向遠方からの発火を想定している。南南東方向遠方と南

東方向遠方の植生を比較すると，発火点から発電所構内に向け

て“田→市街地→森林→発電所構内”と同様な植生である。ま

た，卓越風向の出現割合は南南東方向の 3 割程度と少ない。発

電所構内を同時期に取り囲むという観点から考えると，最も風

向の出現頻度の多い南南東方向を実施することで代表される。 

(4) 発火時刻の設定

日照による草地及び樹木の乾燥に伴い，火線強度が増大する

ことから，これらを考慮して火線強度が最大となる発火時刻を

設定する。 

第 2.1-4 図 想定発火点位置 

(4) 発火時刻の設定

日照による草地及び樹木の乾燥に伴い，火線強度が増大する

ことから，これらを考慮して火線強度が最大となる発火時刻を

設定する。 

第 2.1-3図 想定発火点位置 
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出典：国土地理院ホームページ 

第 2.1-5 図発火点位置詳細 
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2.2森林火災による影響の有無の評価 

(1) 評価手法の概要

本評価は，柏崎刈羽原子力発電所に対する森林火災の影響の

有無の評価を目的としている。具体的な評価指標と観点を以下

に示す。 

第 2.2-1 表 評価指標と観点 

(2) 評価対象範囲

評価対象範囲は発電所近傍の発火想定地点を 10km 以内と

し，評価対象範囲は西側が海岸という発電所周辺の地形を考慮

し柏崎刈羽原子力発電所から南に 12km，北に 15km，東に 12km，

西に 9km とする。 

(3) 必要データ

a. 入力条件

評価に必要なデータ以下のとおり設定し，本評価を行った。 

2.1 ＦＡＲＳＩＴＥ評価に用いたデータ 

(1) 各種入力データ

ＦＡＲＳＩＴＥに入力したデータは評価ガイド記載に対し

第 2.1-1表のとおりとした。 

2.2 森林火災による影響の有無の評価 

(1) 評価手法の概要

本評価は，島根原子力発電所に対する森林火災の影響の有

無の評価を目的としている。具体的な評価指標と観点を以下

に示す。 

第 2.2-1表 評価指標と観点 

(2) 評価対象範囲

評価対象範囲は発電所近傍の発火想定地点を 10km 以内と

し，評価対象範囲は北側が海岸という発電所周辺の地形を考

慮し，島根原子力発電所から東側，西側及び南側に 12km，北

側は海岸線までとする。 

(3) 必要データ

ａ．入力条件 

評価に必要なデータを以下のとおり設定し，本評価を行

った。 

・条件の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

地域特性を踏まえた

入力データの相違 
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第 2.2-2 表 入力条件 第 2.1-1表 ＦＡＲＳＩＴＥ入力データ 

(2) 地形データの設定

公開情報の中でも高い空間解像度である「基盤地図情報 数

値標高モデル 10m メッシュ」の標高データを用いた。傾斜，

傾斜方位については標高データから計算した。設定した地形

データを第 2.1-1図に示す。 

第 2.2-2表 入力条件 
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 2.2-1 図 土地利用・植生データ（広域） 第 2.1-1図 地形データ 

(3) 土地利用データの設定

  公開情報の中でも高い空間解像度である「国土数値情報 土地

利用細分メッシュ（100m）」の土地利用データを用いた。設定し

た土地利用データを第 2.1-2図に示す。 

第2.2-1図 土地利用・植生データ（広域） 
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第 2.2-2 図 土地利用・植生データ（発電所周辺） 

第 2.1-2図 土地利用データ 

(4) 植生データの設定

  茨城県より受領した森林簿（東西南北 12km）の情報を用いて，

土地利用データにおける森林領域を，樹種・林齢にて細分化し

10m メッシュで入力した。発電所敷地周辺は，植生調査を実施

し，入力データに反映した。設定した植生データを第 2.1-3 図

に示す。 

第2.2-2図 土地利用・植生データ（発電所周辺） 
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第 2.2-3 図 標高データ 

第 2.1-3図 植生データ 

第2.2-3図 標高データ 
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ｂ．気象条件の設定 

気象データは気象庁が公開している気象統計情報を用い，森

林火災発生件数の多い 3～5 月の過去 10 年間の気象データを

調査し，卓越風向，最大風速，最高気温，最小湿度の条件を選

定した（第 2.2-3 表）。この調査結果に基づき FARSITE の入力

値は第 2.2-4 表のとおり設定した。風向，風速及び気温は柏崎

刈羽原子力発電所付近の柏崎市の地域気象観測システム（アメ

ダス）（以下「地域気象観測所」という。）の値とした。湿度を

観測している観測所は「新潟」「高田」「相川」とあるが，「高田」

は柏崎刈羽原子力発電所とは山越の位置で内陸 に位置し，「相

川」は離島であることから，最も柏崎刈羽原子力発電所の気象

に近いと考えられる「新潟地方気象台」の値を用いた。新潟県

における気象統計情報の観測所位置を第 2.2-4 図に示す。 

(5) 気象条件の設定

ａ．気象データの整理 

気象データは気象庁が公開している気象統計情報を用い，

第 2.1-2 表に示すＦＡＲＳＩＴＥ入力に必要なデータ（最高

気温，最大風速，最大風速記録時の風向，最小湿度）を全て

観測・記録している観測所のうち，東海第二発電所に最も近

い距離（約 15km）にある水戸地方気象台の気象観測データを

それぞれ過去 10 年間（2007 年～2016 年）の月別データから

第 2.1-2表のとおり抽出・整理した。 

茨城県内における気象庁気象観測所位置を第 2.1-4 図に示

す。 

ｂ．気象条件の設定 

気象データは気象庁が公開している気象統計情報を用

い，森林火災発生件数の多い３月～８月の過去 10年間の気

象データを調査し，卓越風向，最大風速，最高気温，最小

湿度の条件を選定した（第 2.2-3 表）。この調査結果に基

づき FARSITE の入力値は第 2.2-4 表のとおり設定した。風

向，風速及び気温は島根原子力発電所付近の鹿島町の地域

気象観測システム（アメダス）（以下「鹿島地域気象観測

所」という。）と松江地方気象台があることから，鹿島地

域気象観測所及び松江地方気象台の気象統計情報(気象庁)

の値とした。 

なお，データの値は，鹿島地域気象観測所及び松江地方

気象台のデータから，評価上厳しい値とし，湿度について

は鹿島地域気象観測所のデータがないことから，松江気象

台のデータの値を用いた。島根県における気象統計情報の

観測所位置を第 2.2-4図に示す。 

・条件の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

地域特性を踏まえた

条件設定の相違 
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第 2.2-4 図 新潟県内の気象観測所位置 

＜出典＞ 

気象庁 HP：http://www.jma.go.jp/jp/amedas_h/map39.html 第 2.1-4図 茨城県内の気象観測所位置 

卓越風向は，水戸地方気象台と発電所の過去 10 年間

（2007年～2016年）の観測データから第 2.1-5図，第 2.1-6

図のとおり抽出・整理した。 

  ｂ．森林火災発生件数の整理 

「消防防災年報」（茨城県 2006年～2015年）により，茨

城県内の月別森林火災件数を第 2.1-2 表のとおり抽出・

整理した。 

  ｃ．気象データの選定 

森林火災件数の多い 12 月～5 月の最高気温（30.8℃），

最大風速（17.5m／s）及び最小湿度（11％）を選定した。 

 最大風速記録時の風向は第１位の北東に加え，第２位の

第2.2-4図 島根県内の気象観測所位置 
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第 2.2-3 表 2003～2012 年の 3～5 月の気象データ 

最大風速記録時の風向となる 3月の南西を選定した。 

卓越風向は，水戸地方気象台観測データの高い割合を占

める北と，発電所の気象観測データの最多割合を占める西

北西を選定した。 

上記で選定したデータを第 2.1-2 表に赤枠で示す。 

第 2.1-2表 気象観測データと月別火災発生件数（過去 10年間） 

第 2.1-5図 卓越風向割合   第 2.1-6図 卓越風向割合 

(水戸地方気象台：2007年～2016年)(発電所：2007年～2016年) 

第 2.2-3表 2003年～2012年の 3月～8月の気象データ 
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(6) 発火点の設定

  ａ．発火点の設定方針 

評価ガイドにある森林火災の想定に基づき，発火点の設

定は以下の方針とした。 

・卓越風向及び最大風速記録時の風向が発電所の風上に

なる地点 

・たき火等の人為的な火災発生原因が想定される地点

 なお，茨城県内での主な火災発生原因は，「消防防災年報」

（茨城県 2006 年～2015 年）によると，たき火，こんろ，た

ばこである。 

第 2.1-7図に出火原因割合を示す。 

この結果に加え，発電所周囲の地理的状況等を考慮し，

人為的な火災発生原因を想定した。 

第 2.1-7図 出火原因割合 

ｂ．立地条件を考慮した発火点の設定 

発電所周囲の特徴としては，以下の４点が挙げられる。 

・発電所周囲は平坦な地形であり，住宅街や水田が多い。 

・発電所のすぐ脇を国道が通る。

・発電所近傍に砂浜海岸がある。

・発電所に産業施設が隣接する。

このため，上記を踏まえ，卓越風向及び最大風速記録時

の風向として抽出した 4 方向（西北西，北，南西，北東）

に対し，発火点を以下のとおり設定した。設定した発火点
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を第 2.1-8 図，発火点と植生データの関係を第 2.1-9 図，

発火点と標高データとの関係図を第 2.1-10図に示す。 

(a) 西北西方向（発火点 1，3）

霊園における線香等の裸火の使用と残り火の不始末，

国道２４５号線を通行する人のたばこの投げ捨て等を想

定し，国道２４５号線沿いの霊園に発火点 1を設定した。 

火入れ・たき火等を想定し，県道２８４号線沿いの水

田に，発火点 1より遠方となる発火点 3を設定した。 

(b) 北方向（発火点 2，4）

バーベキュー及び花火の不始末等を想定し，海岸沿い

に発火点 2を設定した。 

釣り人によるたばこの投げ捨て等を想定し，海岸沿い

に発火点 2より遠方となる発火点 4を設定した。 

(c) 南西方向（発火点 5，6）

発電所南方向にある危険物貯蔵施設の屋外貯蔵タンク

からの火災が森林に延焼することを想定し，南方向の危

険物貯蔵施設の近くに発火点 5を設定した。 

交通量が多い交差点での交通事故による車両火災を想

定し，国道２４５号線沿いに発火点 6を設定した。 

(d) 北東方向（発火点７）

釣り人によるたばこの投げ捨て等を想定し，一般の人

が発電所に最も近づくことが可能である海岸沿いに発火

点７を設定した。 
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第 2.1-8図 発火点と発電所の位置関係 
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第 2.1-9図 発火点位置と植生データ 

第 2.1-10図 発火点位置と標高データ 
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ｃ．森林火災評価における発火点の妥当性 

(a) 発火点 1，3の妥当性

発火点 1 の周辺はマツ 40 年以上（評価ではマツ 10 年

以上 20年未満を入力）と広葉樹の森林，発火点 3の周辺

は水田（評価では Tall grassを入力）である。発火点を

多少移動させたとしても周囲の植生・標高差に大きな違

いはないことから，風が発電所に向う発火点 1，3の評価

結果に包絡される。また，同じ風向で評価を行う発火点

1，3を比較することで，発火地点から発電所までの距離

の違いによる延焼速度，火災規模等の確認が可能である。 

(b) 発火点 2，4，7の妥当性

発火点 2，4，7の周辺は，マツ 40年以上（評価ではマ

ツ 10 年以上 20 年未満を入力）の植生が支配的である。

北側森林内で発火点を移動させたとしても，植生・標高

差に違いはないことから，評価結果は発火点 2，4，7 の

結果に包絡される。また，同じ風向・同じ植生で評価を

行う発火点 2，4を比較することで，発火地点から発電所

までの距離の違いによる延焼速度，火災規模等の確認が

可能である。 

(c) 発火点 5，6の妥当性

発火点 5 は，発電所に影響を及ぼすおそれのある危険

物貯蔵施設がある地点に設定した。 

発火点 6 は，最大風速記録時の風向を考慮し，発火点

1 と発火点 5 から比較的離れた間の地点を補間するよう

設定した。 

(d) 発火点 1～7以外の火災について

設定した発火点以外の火災については，発火点 1～7の

評価結果に包絡される。以下の 2 か所において，評価結

果が包絡される理由を示す。 

・北西方向の居住地域

北西方向の居住地域で発生した火災が発電所へ延

焼する場合，まず発電所北側森林に延焼する。北側
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c. FARSITE 入出力データ

FARSITE については，保守的な評価となるよう以下の観点から

入力値及び入力条件を設定する。 

森林の火災は風が発電所に向う発火点 2，3，4，7の

評価結果に包絡される。 

・ガソリンスタンド及び周辺居住区域

発電所に最も近いガソリンスタンド（県道２８４

号線沿い）及び周辺居住区で発生した火災が発電所

へ延焼する場合，まず発電所西側森林が火災になる。

西側森林の火災は風が発電所に向う発火点 1，3，6

の結果に包絡される。 

  ｄ．出火時刻の設定 

日照による草地及び樹木の乾燥に伴い，火線強度が増大

することから，これらを考慮して火線強度が最大となる出

火時刻を設定する。 

  ｅ．評価対象範囲 

評価対象範囲は発電所から南北及び西側に 12km，東側は

海岸線までとする。 

2.2 ＦＡＲＳＩＴＥ入出力データについて 

(1) ＦＡＲＳＩＴＥ入力データ

ＦＡＲＳＩＴＥ入力データとして気象，位置，時刻等に関

するデータを第 2.2-1表，土地利用に関するデータを第 2.2-2

表，植生に関するデータを第 2.2-3 表，植生入力に関するフ

ローを第 2.2-1図に示す。

ｃ．FARSITE入出力データ 

FARSITE については，保守的な評価となるよう以下の観点

から入力値及び入力条件を設定する。 
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第 2.2-4 表 FARSITE 入力データ 第 2.2-1表 ＦＡＲＳＩＴＥ入力データ（地形・気象等） 第 2.2-4表 FARSITE入力データ 
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第 2.2-2表 ＦＡＲＳＩＴＥ入力データ（土地利用データ） 
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第 2.2-3表 ＦＡＲＳＩＴＥ入力データ（植生データ） 
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第 2.2-5 表 FARSITE 入力条件の整理（植生） 

第 2.2-1図 ＦＡＲＳＩＴＥ植生データ入力フロー 

第 2.2-5表 FARSITE入力条件の整理（植生）
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第 2.2-6 表 各種土地利用情報と FARSITE 入力データとの

関係（1/3） 

第2.2-6表 各種土地利用情報とFARSITE入力データとの関係

(1/3) 
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第 2.2-6 表 各種土地利用情報と FARSITE 入力データとの

関係（2/3） 

第2.2-6表 各種土地利用情報とFARSITE入力データとの関係

(2/3) 
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第 2.2-6 表 各種土地利用情報と FARSITE 入力データとの

関係（3/3） 

第2.2-6表 各種土地利用情報とFARSITE入力データとの関係

(3/3) 
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FARSITE からの出力データ及びその出力データを用いて算出

したデータを以下に示す。 

第 2.2-7 表 算出結果 

FARSITEからの出力データ及びその出力データを用いて算出

したデータを以下に示す。 

第2.2-7表 算出結果 
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ｄ．自然環境保全基礎調査 

植生調査データと森林簿との関係「原子力発電所の外部火災

影響評価ガイド」の附属書 A「森林火災の原子力発電所への影

響評価について」において，植生データの整備に当たって，「森

林簿の情報を用いて，土地利用データにおける森林領域を，樹

種・林齢によりさらに細分化する」とされている。 

柏崎刈羽原子力発電所では，個人情報保護の観点から森林簿

の入手が困難であったため，環境省自然環境保全基礎調査植生

調査データ及び現地調査の結果を用い，森林簿を用いたものと

同等の植生データ を作成し，評価を実施した。 

第 2.2-8 表に，各資料の記載内容の比較と，FARSITE 入力デ

ータの設定方針を示す。 

樹種について，森林簿と同等の情報が利用可能な自然環境保

全基礎調査植生データ及び現地調査結果に基づき設定し，自然

環境保全基礎調査植生データに記載がない林齢は，水分量が多

い生きた木質の可燃物量がより少なく燃焼しやすい，若く保守

的な値に設定していることから，森林簿を用いた場合と同等か 

より保守的な森林火災影響評価結果が得られる。 

第 2.2-8 表 植生データ作成に用いる資料の比較と設定方針 

・条件の相違

【柏崎 6/7】 

島根 2 号炉は，「森林

簿」に基づき，影響評価

を実施 
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e. 植生調査の詳細について

植生調査は，発電所構内林及び防火帯周辺についてウォークダ

ウンをし，樹種，林齢，低木及び下草の有無を確認した。

(a)調査内容

発電所構内の森林全域の植生及び防火帯予定地に沿って森林

側の植生を調査し記録した。（第 2.2-5 図，第 2.2-6 図） 

(b)調査者の力量

発電所構内の植生について詳しく，かつ 1 級造園施工管理技

士の国家資格を有する者が調査を実施した。 

(c)調査期間

2014 年 4 月 23 日～5 月 30 日（約 40 人日） 

2016 年 11 月 9 日～11 月 30 日（約 20 人日） 

(d)調査結果

現地調査は，発電所構内林及び防火帯周辺で実施した。

(2) 発電所周囲の植生調査

発電所周囲の森林に対して植生調査を行い，樹種，林齢等

の状況を確認し，ＦＡＲＳＩＴＥ入力データに反映する。 

  ａ．植生調査期間 

 平成 28年 8月 1日～8月 3日 

  ｂ．植生調査者の力量 

植生調査に適した資格・経験年数を有している 3 名で実

施した。調査者の所有資格・経験年数を第 2.2-4表に示す。 

第 2.2-4表 植生調査実施者 所有資格・経験年数 

ｃ．植生調査結果 

(a) 植生調査ポイント

植生調査は当社敷地内及び発電所に隣接する日本原子

力研究開発機構敷地を調査範囲とする。調査ポイントを

第 2.2-2図に示す。 

ｄ．植生調査の詳細について 

植生調査は，発電所構内及び防火帯周辺についてウォー

クダウンをし，樹種，林齢，低木及び下草の有無を確認し

た。 

(a) 調査内容

発電所構内の森林全域の植生及び防火帯予定地に沿って

森林側の植生を調査し記録した。（第 2.2-5図） 

(b) 調査者の力量及び調査期間

①構内植林の管理を行っている森林管理業務の委託責

任者等２名（一級造園施工管理技士１名を含む）を

含む計 10名により調査を実施した。 

調査期間：平成 26年 2月 25日（火） ～ 28日（金） 

②構内植林の管理を行っている森林管理業務の委託責

任者等３名（一級造園施工管理技士１名を含む）を

含む計６名により調査を実施した。 

調査期間：平成 28年 4月 4日（月） 

③構内植林の管理を行っている森林管理業務の委託責

任者等３名（一級造園施工管理技士１名を含む）を

含む計５名により調査を実施した。 

調査期間：平成 30年 1月 22日（月） 

(c) 調査結果

現地調査は，発電所構内及び防火帯周辺で実施した。

1847



柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所（2018.9.12 版） 島根原子力発電所 ２号炉 備考 

第 2.2-2図 植生調査ポイント 

(b) 植生調査結果

植生調査結果とＦＡＲＳＩＴＥ入力データを第 2.2-5

表に示す。発電所周囲のマツは植生調査から 20年生以上

であることを確認したが下草及び保守性を考慮しマツ 10

年以上 20 年未満を入力する。代表的な植生の写真を第

2.2-3図に示す。 
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第 2.2-9 表 代表的な調査ポイント及び植生調査結果 第 2.2-5表 植生調査結果（1／3） 第 2.2-8表 代表的な調査ポイント及び植生調査結果（１／４） 
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第 2.2-5表 植生調査結果（2／3） 第 2.2-8表 代表的な調査ポイント及び植生調査結果（２／４） 
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第 2.2-5表 植生調査結果（3／3） 第 2.2-8表 代表的な調査ポイント及び植生調査結果（３／４） 
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第 2.2-8表 代表的な調査ポイント及び植生調査結果（４／４） 
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第 2.2-5 図 植生調査エリア 

第 2.2-6 図 発電所構内植生図 

第 2.2-5図 植生調査エリア及び構内植生図 
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第 2.2-7 図 発電所構内の植生（1/3） 

第 2.2-3図 代表植生写真（1／2） 

第2.2-6図 発電所構内の植生（１／２） 
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第 2.2-7 図 発電所構内の植生（2/3） 

第 2.2-7 図 発電所構内の植生（3/3） 

第 2.2-3図 代表植生写真（2／2） 

第2.2-6図 発電所構内の植生（２／２） 
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(c) 樹種・林齢が混在しているエリアのデータ入力について

樹種・林齢が混在しているエリアについては，単位面

積当たりの材積割合から入力データを決定した。マツ 40

年生の下層に細いマツ・広葉樹が存在したとしても，材

積割合からみれば微量であるため，材積割合が支配的な

樹種・林齢を選択する。下層に広葉樹の侵入・クロマツ

の補植等がみられたポイント No.2，5，6，7，9，10，11，

12，15の材積割合を第 2.2-6表に示す。 

第 2.2-6表 各プロットの材積割合 

(d) 今後の植生管理について

植生管理については火災防護計画に定め，設定した防

火帯幅が変わることがないよう，定期的に植生調査を実

施し植生の管理を行う。また，津波防護施設と植生の間

の離隔距離を確保するために管理が必要となる隣接事業

所敷地については，隣接事業所が有する当該箇所の敷地

において，当社が必要とする植生管理を当社が実施（維

持・管理）する。 
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f. FARSITE の入力条件（林齢の設定）

福島第一原子力発電所への林野火災に関する影響評価（独立行

政法人原子力安全基盤機構(JNES) 平成 24 年 6 月）では，マツ

を 10 年生未満から 40 年生以上の 5 つに分類した追加植生デー

タを作成している。10 年生未満，10～20 年生及び 20～30 年生

のマツについては，FARSITE のデフォルト植生の中で最大の可燃

物深さである 2m 程度の下草・低木がある状況としている。また，

林床可燃物量（下草・低木の量）は 10 年生未満及び 10～20 年

生のマツについては，FARSITEの低層植生の中で最も可燃物量の

多い状況としている。 

なお，生きた木質の fuel量は，林齢が大きくなるにつれて大

きい値を使用している。 

第 2.2-10 表 林齢の設定 

(3) 針葉樹，広葉樹の可燃物データ設定について

マツ，スギ，落葉広葉樹等の可燃物パラメータは「福島第

一原子力発電所への林野火災に関する影響評価」（独立行政法

人原子力安全基盤機構）で使用されているデータを使用した。 

  ａ．針葉樹の設定 

発電所周囲の植生はほとんどが林齢 40年以上のマツ・ク

ロマツであるが，保守性を考慮して，林齢 20 年以上のマ

ツ・クロマツの林齢を一律に 10 年以上 20 年未満としてＦ

ＡＲＳＩＴＥに設定した。 

針葉樹（スギ，ヒノキ，カイズカイブキ，マツ，クロマ

ツ）については，人工林であり，森林簿において，樹木の

生長状況を示す林齢が記載されている。 

ＦＡＲＳＩＴＥ入力データとして針葉樹の設定について

は，実際の森林状況を可能な限り反映するため，針葉樹の

地面下草等の可燃物量を林齢に基づき区分している。なお，

林齢が増えると，地面下草が減少する。第 2.2-7 表に針葉

樹と広葉樹の林齢による地面下草の違いを示す。 

  ｂ．広葉樹の設定 

広葉樹は多くが天然林であるため，林齢は一般に高齢で

正確には把握されていない状況にある。広葉樹については，

林齢によって地面下草は大きく変化しないことから，保守

性を考慮して，針葉樹（林齢 10年未満）と同じ設定にした。 

第 2.2-7表 針葉樹よ広葉樹の林齢による地面下草の違い 

（イメージ）

ｅ．FARSITEの入力条件（林齢の設定） 

東京電力福島第一原子力発電所への林野火災に関する影

響評価（独立行政法人原子力安全基盤機構（JNES） 平成

24年６月）では，スギ（スギ，ヒノキ）及びマツ（アカマ

ツ，クロマツ）を 10 年生未満から 40 年生以上の５つに分

類した追加植生データを作成している。10年生未満，10～

20年生及び 20～30年生のスギ・マツについては，FARSITE

のデフォルト植生の中で最大の可燃物深さである２m 程度

の下草・低木が有る状況としている。林床可燃物量（下草・

低木の量）は 10 年生未満及び 10～20 年生のマツについて

は，FARSITE の低層植生の中で最も可燃物量が多い状況と

している。また，生きた木質の fuel量は林齢が大きくなる

につれて大きい値を使用している。 

第 2.2-9表 林齢の設定 
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発電所構内のマツは，40 年生以上のマツ林の中に 2m 程度の

下草や低木があるエリアと下草がないエリアが存在する。これら

の植生は，可燃物深さが大きい 20 年生のマツでモデル化しても

保守的であると考えるが，さらに厳しい条件となるよう 10 年生

のマツで設定する。 

第 2.2-11 表 マツの林齢の設定

g. 樹冠率の設定

樹冠率は，上空から森林を見た場合の平面上の樹冠が占める割

合をいう。 

FARSITE では，実際の森林状況による自然現象を可能な限り反

映するため，樹冠率の割合が高くなると，風速の低減，地面草地

への日照が低減（水分蒸発量が減ることで燃えにくくなる）する。 

具体的には FARSITE において樹冠率を 4 つに区分し，4 つの

いずれかを設定するようになっている。 

今回の評価では，植生調査データにより森林と定義できる区分 

3，4 から選択することとし，保守的に区分 3 を設定する。 

(4) 樹冠率の設定について

樹冠率は，上空から森林を見た場合の平面上の樹冠が占め

る割合をいう。イメージ図は第 2.2-4 図に示す。 

ＦＡＲＳＩＴＥでは，実際の森林状況による自然現象を可

能な限り反映するため，樹冠率の割合が高くなると，風速の

低減，地面下草への日照が低減（水分蒸発量が減ることで燃

えにくくなる）する。具体的には，ＦＡＲＳＩＴＥでは樹冠

率を 4 つに区分し，いずれかを設定するようになっている。

各区分の説明を第 2.2-8 表，樹冠率区分によるＦＡＲＳＩＴ

Ｅ上の効果を第 2.2-9表に示す。 

今回の評価においては，東海第二発電所周囲の森林は現地

調査において，樹冠率（樹冠疎密度）が 60％～90％であるこ

とを確認したため，区分 3を選択した。 

島根原子力発電所敷地内の植生調査を行い，少なくとも

20年生以上であることを確認しているが，本評価では，保

守的にすべて林齢 10年生として評価を行う。 

第 2.2-10表 マツの林齢の設定 

ｆ．樹冠率の設定 

樹冠率は，上空から森林を見た場合の平面上の樹冠が占

める割合をいう。 

FARSITE では，実際の森林状況による自然現象を可能な

限り反映するため，樹冠率の割合が高くなると，風速の低

減，地面草地への日照が低減（水分蒸発量が減ることで燃

えにくくなる）する。 

具体的には FARSITE において樹冠率を４つに区分し，４

つのいずれかを設定するようになっている。 

今回の評価では，植生調査データにより森林と定義でき

る区分３，４から選択することとし，保守的に区分３を設

定する。 

・条件の相違

【東海第二】 

島根 2号炉は，森林と

定義できる区分から保

守的に区分 3を選択 
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第 2.2-8 図 樹冠率の設定 

第 2.2-4図 樹冠率イメージ図（上から見た図） 

第 2.2-8表 ＦＡＲＳＩＴＥ上の樹冠率設定 

第 2.2-9表 ＦＡＲＳＩＴＥ上の樹冠率区分による効果 

第 2.2-7図 樹冠率の設定 
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h. FARSITE への入力値まとめ

第 2.2-12 表 FARSITE への入力値 

ｇ．FARSITEへの入力値まとめ 

第 2.2-11表 FARSITEへの入力値 
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(4) FARSITE の解析結果

各ケースの FARSITE による解析結果図を以下に示す。

3. ＦＡＲＳＩＴＥ解析結果

3.1 ＦＡＲＳＩＴＥ解析結果 

(1) 火炎到達時間と最大火線強度について

各発火点における防火帯外縁に最も早く火炎が到達する火

炎到達時間と防火帯外縁より 100m の範囲における最大火線

強度を第 3.1-1表に示す。 

第 3.1-1表 解析結果 

(2) 延焼状況

各発火点の延焼状況を第 3.1-2表から第 3.1-8表に示す。 

(4) FARSITEの解析結果

各ケースの FARSITEによる解析結果図を以下に示す。 
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第 2.2-9 図 ケース 1 解析結果（左：火炎到達時間分布，右：

火線強度分布） 

第 2.2-10 図 ケース 2 解析結果（左：火炎到達時間分布，右：

火線強度分布） 

第 3.1-2表 発火点 1の延焼状況 

第 2.2-8図 ケース１解析結果 
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第 2.2-11 図 ケース 2 解析結果 敷地周辺拡大（左：火炎到達時

間分布，右：火線 強度分布） 

第 2.2-12 図 ケース 3 解析結果（左：火炎到達時間分布，右：

火線強度分布） 

第 3.1-3表 発火点 2の延焼状況 

第 2.2-9図 ケース２解析結果 
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第 3.1-4表 発火点 3の延焼状況 

第 2.2-10図 ケース３解析結果 
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第 3.1-5表 発火点 4の延焼状況 

第 2.2-11図 ケース４解析結果 
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第 3.1-6表 発火点 5の延焼状況 

第 2.2-12図 ケース５解析結果 
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第 3.1-7表 発火点 6の延焼状況 
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第 3.1-8表 発火点 7の延焼状況 
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(5) 延焼速度及び火線強度の算出結果

ホイヘンスの原理に基づく火炎の拡大モデルを用いて延焼速

度や火線強度を算出した。防火帯外縁より 100m の範囲におけ

る延焼速度及び火線強度の算出結果を第 2.2-13 表に示す。 

(6) 火炎の到達時間の算出結果

延焼速度より，発火点から柏崎刈羽原子力発電所までの到達

時間を算出した。また，火炎の到達時間をもとに柏崎刈羽原子

力発電所の自衛消防隊が対応可能であるか否かを評価する。延

焼速度及び到達時間の算出結果を第 2.2-13 表に示す。 

第 2.2-13 表 火炎の到達時間及び防火帯幅評価に伴う 

評価項目 

(7) 防火帯幅の算出

火線強度より，柏崎刈羽原子力発電所に必要な最小防火帯幅

を算出した。ここでは「Alexander and Fogarty の手法（風上

に樹木がある場合）」（第 2.2-13 図 右図）を用い，火炎の防火

帯突破確率 1％の値を柏崎刈羽原子力発電所に最低限必要な防

火帯幅とした。防火帯外縁より 100m の範囲における最大火線

強度は第 2.2-13 表のとおりとなり，最も火線強度が高かった

ケース 2 の結果から防火帯幅を決定する。最小防火帯幅の算出

結果を第 2.2-14 図に示す。 

なお，評価では，気温は最高気温で一定，湿度は最小湿度で

一定としており，時刻変化による火線強度の増減に寄与するの

は日射量となる。 

そこで，FARSITE 解析における最大火線強度と日照時間の影

響を以下のとおり確認した。日照の影響は，地形の傾斜方向と

太陽の角度が関係しており，火線強度が高くなるのは，10 時～

14 時の間と考えられる。 

第 2.2-14 表に示すとおり，最大火線強度到達時刻が 10 時

から 14 時の時間に収まっており，火線強度が最大となったケ

(5) 延焼速度及び火線強度の算出結果

ホイヘンスの原理に基づく火炎の拡大モデルを用いて延焼速

度や火線強度を算出した。防火帯外縁より 50m の範囲における

延焼速度及び火線強度の算出結果を第 2.2-12表に示す。 

(6) 火炎の到達時間の算出結果

延焼速度より，発火点から島根原子力発電所までの到達時間

を算出した。また，火炎の到達時間をもとに島根原子力発電所

の自衛消防隊が対応可能であるか否かを評価する。延焼速度及

び到達時間の算出結果を第 2.2-12表に示す。 

第 2.2-12表 火炎の到達時間及び防火帯幅評価に伴う評価項目 

(7) 防火帯幅の算出

火線強度より，島根原子力発電所に必要な最小防火帯幅を算

出した。ここでは，「Alexander and Fogarty の手法（風上に

樹木が有る場合）」（第 2.2-13図 右図）を用い，火炎の防火

帯突破確率 1％の値を島根原子力発電所に最低限必要な防火帯

幅とした。防火帯外縁より 50m の範囲における最大火線強度は

第 2.2-12表のとおりとなり，最も火線強度が高かったケース１

の結果から防火帯幅を決定する。最小防火帯幅の算出結果を第

2.2-14図に示す。 

なお，評価では，気温は最高気温で一定，湿度は最小湿度で

一定としており，時刻変化による火線強度の増減に寄与するの

は日射量となる。 

そこで，FARSITE 解析における最大火線強度と日照時間の影

響を以下のとおり確認した。日照の影響は，地形の傾斜方向と

太陽の角度が関係しており，火線強度が高くなるのは，10時～

14時の間と考えられる。 

第 2.2-13表に示すとおり，最大火線強度が最も高かったケー

ス１について比較した結果，最大となった火線強度は 4,154kW/m

・条件の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

防火帯幅は，防火帯外

縁での火線強度から算

出することとし，外縁か

ら一定距離の範囲を考

慮し評価 
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ース 2 の火線強度は 3,002kW/m であることから，この結果を

もとに防火帯幅を設定する。 

第 2.2-14 表 最大火線強度の日照時間影響の考察 

第 2.2-13 図 火線強度に対する防火帯の相関図 

第 2.2-14 図 防火帯幅の設定 

であることから，この結果を基に防火帯幅を設定する。 

第 2.2-13表 最大火線強度の日照時間影響の考察（ケース１） 

第 2.2-13図 火線強度に対する防火帯の相関図 

(ガイドより引用) 

第 2.2-14図 防火帯幅の設定 
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(8) 危険物施設の火災が森林等に延焼した場合の柏崎刈羽原子力

発電所への影響について

ケース 2 発火点は，柏崎刈羽原子力発電所への熱影響を大

きくするため，柏崎刈羽原子力発電所から遠方（火炎前線が

広がり，発電所構内を同時期に取り囲むような火災となる），

並びに，柏崎刈羽原子力発電所の風上（南南東方向：最大風

速観測時の風向及び卓越風向）に設定している。 

危険物施設の火災を想定した場合，柏崎刈羽原子力発電所

への熱影響が最大となっているケース 2 の発火点以遠の風

上（南南東方向）に危険物施設はなく，柏崎刈羽原子力発電

所への熱影響が大きくなるような火災にはならないと考えら

れる。 

(9) 3～5 月の気象条件に 8 月を加えた解析結果について

森林火災の想定における気象条件は，過去 10 年間（2003～

2012 年）を調査し，森林火災の発生件数の多い 3～5 月の卓越

風向，最大風速，最高気温，及び最小湿度の組み合わせとして

いる。3～5 月を除く月としては，新潟県，柏崎市・刈羽村・出

雲崎町における 8 月の森林火災発生件数が比較的多いが，3～5 

月に 8 月を加えた気象条件を採用すると，発電所立地地域とし

て起こりえないような高気温・低湿度の気象条件となるため，

ベースケースの解析条件としていない。 

以下に，3～5 月に 8 月を加えた気象条件を考慮した場合の

感度解析の結果を示す。 

なお，発火点は最大火線強度が大きくなると考えられるケー

ス 2 の発火点とし，これを代表ケースとして評価を実施した。 

a. 気象条件の設定

 3～5 月の気象条件に 8 月を加えた気象条件を第 2.2-15 表

（上段）に示す。 

(8) 危険物施設の火災が森林等に延焼した場合の島根原子力発

電所への影響について

ケース１発火点は，島根原子力発電所への熱影響を大きく

するため，島根原子力発電所から遠方（火炎前線が広がり，

発電所構内を同時期に取り囲むような火災となる），並びに，

島根原子力発電所の風上（南西方向：最大風速観測時の風向）

に設定している。 

危険物施設の火災を想定した場合，島根原子力発電所への

熱影響が最大となっているケース１の発火地点以遠の風上

（南西方向）に危険物施設はなく，島根原子力発電所への熱

影響が大きくなるような火災にはならないと考えられる。 

・評価条件の相違

【柏崎 6/7】 

島根 2号炉は，気象条

件の設定として 3 月～8

月を選定 
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第 2.2-15 表 3～5 月に 8 月を加えた気象条件と 3～5 月の

気象条件との比較 

b. 必要データ

気象条件以外の植生データ等の FARSITE 入力データは，ケー

ス 2 と同等とする。

c. 解析結果

FARSITE による解析結果を第 2.2-15 図，第 2.2-16 図に示

す。 

第 2.2-15 図 解析結果（左：火炎到達時間分布，右：火線強

度分布） 

第 2.2-16 図 解析結果 敷地周辺拡大（左：火炎到達時間分布，

右：火線強度分布） 
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d. 火線強度及び火炎の到達時間の算出結果火線強度及び火炎

の到達時間の算出結果を第 2.2-16 表に示す。 

第 2.2-16 表 火線強度及び火炎の到達時間 

e. 評価結果

8 月の気象条件を加えたケースは，3～5 月の気象条件に対し

て，最大火線強度が 350kW/m 程度小さくなっていることから，

発電用原子炉施設への熱影響はケース 2 の評価に包絡される。 

最大火線強度が低下した主な原因として，FARSITE に入力す

る最小湿度は相対湿度であることが挙げられる。つまり，

FARSITE にて相対湿度を一定としても，気温の上昇による飽和

水蒸気圧の増加によって，絶対湿度（水分量）が上昇すること

から，結果として，気温上昇の効果（可燃物の水分量が減少し

火線強度が上昇する効果）よりも，絶対湿度の増加の効果（可

燃物の水分量が増加し火線強度が低下する効果）が大きくなり，

最大火線強度が若干低下したと考 えられる。 

また，火炎の到達時間はケース 3 以上となっており，自衛消

防隊の対応に影響をおよぼすことはないと評価する。 

(10) 8 月の気象条件を適用した森林火災について

a. 森林火災の想定

森林火災の想定では，過去 10 年間（2003～2012 年）の気象

条件を調査し，森林火災の発生件数の多い 3～5 月の卓越風向，

最大風速，最高気温，及び最小湿度の組み合わせとしているが，

新潟県，柏崎市，刈羽村，出雲崎町における森林火災の発生件

数は，3～5 月を除き，8 月にも発生していることから，以下，

8月の気象条件を適用した森林火災について検討した。 

(a)気象条件

8 月における過去 10 年間の気象条件を調査した結果を第 

2.2-17 表（上 段）に示す。 
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第 2.2-17 表 8 月の気象条件と 3～5 月の気象条件との比較 

(b)考察

8 月の気象条件は，3～5 月の気象条件と比較して，①及び②

の効果により火線強度が低下することから，3～5 月の気象条件

を適用した場合の評価 に包絡される。 

① 3～5 月に 8 月の気象条件を加えた解析では，気温の上昇に

よって絶対湿度が増加し，火線強度が低下する結果となって

いる。 

② 8 月の気象条件は，下記のとおり，3～5 月の気象条件と比

較して火線強度を低下させる気象条件となっている。 

最大風速の低下による延焼速度，火線強度の低下（延焼速

度と火線強度は比例関係にある）。 

最小湿度（相対湿度）の上昇により可燃物の水分量が増加

し火線強度が低下。 

参考として，8 月の気象条件が 3～5 月の気象条件を適用し

た解析結果に包絡されることを感度解析にて確認している。そ

の結果を参考資料 2－3 に示す。 

2.3森林火災時の対応の評価結果 

森林火災影響評価においては，以下に示す到達時間及び防火

帯幅の条件を満足していること，森林火災時の可搬型モニタリ

ングポスト及び可搬型気象観測装置の対応が可能であることを

確認した。 

2.3.1火炎の到達時間の評価結果 

2.3.1.1到達時間 

FARSITE の解析により，森林火災を想定した場合，火炎が防

火帯に到達する時間は，発電所敷地境界付近からの出火（ケー

ス 3）を想定しても 3 時間程度である。

防火帯により森林火災が発電用原子炉施設へ影響を及ぼすこ

4. 森林火災の影響評価結果

4.1 火炎到達時間の評価結果 

(1) 火炎到達時間

防火帯を設置することで，森林火災が発電用原子炉施設へ

延焼する可能性は低いが，森林火災の状況に応じて防火帯付

近にて散水を行い，万が一の飛び火による延焼を防止する。 

ＦＡＲＳＩＴＥ解析結果より，発火点 1 の火災が防火帯外

2.3 森林火災時の対応の評価結果 

森林火災影響評価においては，以下に示す到達時間及び防火

帯幅の条件を満足していること，森林火災時の可搬式モニタリ

ング・ポストの対応が可能であることを確認した。

2.3.1火災の到達時間の評価結果 

2.3.1.1到達時間 

FARSITE の解析により，森林火災を想定した場合，火災が防

火帯に到達する時間は，発電所敷地境界付近からの出火（ケー

ス２）を想定しても 2.3時間程度である。

防火帯により森林火災が発電用原子炉施設への影響を及ぼす
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とはないが，森林火災の状況に応じて防火帯付近へ予防散水を

行う。また，外部からの情報により森林火災を認識し，発電所

敷地境界へ到達するまでに時間的な余裕がある場合には，発電

所構内への延焼を抑制するために敷地境界近傍への予防散水を

行う。 

2.3.1.2予防散水に関わる評価 

敷地境界域から防火帯までの火炎到達時間が 3 時間程度で

あるのに対して，防火帯付近への予防散水は，敷地境界域での

火災発見から約 90 分で開始可能である。 

＜火災の発見＞ 

発電所敷地境界域については，警備員が定期的にパトロール

を行っていること，敷地境界監視用カメラにより 24 時間常時

監視（監視場所は防火帯より内側の監視施設）を行っているこ

とにより，同境界域での火災や火災原因となり得る異常を発見

することが可能である。 

縁に到達する最短時間は 0.2時間（約 12分）であるため，こ

の時間以内で予防散水が可能であることを確認する。 

発火点１の位置関係を第 4.1-1図に示す。 

第 4.1-1図 発火点 1との位置関係 

(2) 火災の覚知

発電所敷地及び敷地境界付近における火災については，以

下の方法で早期覚知が可能である。 

  ａ．発電所構内で作業を行う者に対し，火災を発見した場合，

当直守衛員に速やかに通報する事を社内規程で定めてい

る。通報を受けた通報連絡責任者は現場指揮者，消火担当

及び所内関係者に連絡するとともに，消防機関（119 番）

に連絡を行う。 

  ｂ．想定される自然現象等の影響について，昼夜にわたり発

電所周辺の状況を把握する目的で設置する津波・構内監視

カメラを使用して森林火災に対する監視を行う。津波・構

内監視カメラは，発電所周辺の森林火災を監視できる位置

に設置し，24時間要員が常駐する中央制御室及び守衛所か

らの監視が可能な設計とする。 

  ｃ．熱感知カメラを設けることで早期覚知が可能な設計とす

る。熱感知カメラが火災を感知した場合，中央制御室及び

守衛所に警報がなる設計とすることに加え，中央制御室及

ことはないが，森林火災の状況に応じて防火帯付近へ予防散水

を行う。また，外部からの情報により森林火災を認識し，発電

所敷地境界へ到達するまでに時間的な余裕がある場合には，発

電所構内への延焼を抑制するために敷地境界近傍への予防散水

を行う。 

2.3.1.2予防散水に関わる評価 

敷地境界域から防火帯までの火炎到達時間が 2.3 時間程度で

あるのに対して，防火帯付近への予防散水は，敷地境界域での

火災発見から約 60 分（想定所要時間：約 50 分）で開始可能で

ある。 

＜火災の発見＞ 

発電所敷地境界域については，24時間常駐している警備員

による定期的なパトロールと，敷地境界監視用カメラによる

監視を行う。また，構内監視カメラにより，運転員が 24時間

常駐している中央制御室から監視を行う。 

これらのことから，同境界域での火災や火災原因となり得

る異常を発見することが可能である。 

・条件の相違

【柏崎 6/7】 

訓練実績の相違 

・運用の相違

【柏崎 6/7】 

島根 2 号炉は，構内監

視カメラも使用するこ

とによる相違 

【東海第二】 

東海第二は，敷地境界

が防火帯と近接してい

るため，熱感知カメラを

設ける設計としている 
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び守衛所から可視カメラで現場の状況が瞬時に確認でき，

速やかに火災現場に向かえる設計とする。 

  ｄ．下記の火災が発生した場合，消防機関から発電所へ連絡

が入る。 

・発電所周辺で発生した森林火災

・発電所へ迫る可能性があると消防機関が判断した火災

(3) 消火活動

  ａ．初期消火活動体制及び消防訓練 

発電所の初期消火活動要員を，発電所の防火帯内に 24時

間常駐させる。自衛消防組織のための要員を第 4.1-1 表，

消防訓練の実績と頻度を第 4.1-2 表，消防訓練の状況を第

4.1-2 図に示す。なお，消火担当 7 名のうち一部は委託員

となるが，社員同様の教育，訓練を実施しており，必要と

なる力量を有している。 

第 4.1-1表 自衛消防組織のための要員 
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＜予防散水＞ 

柏崎刈羽原子力発電所の自衛消防隊は，発電所敷地内に 24時

間常駐していることから，敷地内に待機している消防車による

予防散水が可能である。 

(1) 予防散水の実施体制

柏崎刈羽原子力発電所においては，発電所構内の火災に対

し，消防活動を行うために自衛消防隊を組織している。自衛

消防隊の組織体制を第 2.3.1.2-1 図及び第 2.3.1.2-1 表に

示す。

予防散水は，この自衛消防隊により対応する。 

第 4.1-2表 消防訓練実績と頻度（平成 27年度） 

第 4.1-2図 消防訓練状況 

＜予防散水＞ 

島根原子力発電所の自衛消防隊は，発電所敷地内に 24時間

常駐していることから，敷地内に待機している消防車による

予防散水が可能である。 

(1) 予防散水の実施体制

島根原子力発電所においては，発電所構内の火災に対し，

消防活動を行うために自衛消防隊を組織している。自衛消防

隊の組織体制を第 2.3.1.2-1図及び第 2.3.1.2-1表に示す。 

予防散水は，この自衛消防隊により対応する。 
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第 2.3.1.2-1 図 自衛消防組織体制 

第 2.3.1.2-1図 自衛消防隊体制 
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第 2.3.1.2-1 表 自衛消防隊編成（現場指揮本部） 

(2) 予防散水計画

防火帯により森林火災が発電用原子炉施設へ影響を及ぼす

ことはないが，森林火災の状況に応じて防火帯付近へ予防散

水を行う。また，外部からの情報により森林火災を認識し，

発電所敷地境界へ到達するまでに時間的な余裕がある場合に

は，発電所構内への延焼を抑制するために敷地境界近傍への

予防散水を行う。

万一，防火帯の内側に飛び火した場合は，自衛消防隊の活

動を予防散水から防火帯内火災の初期消火活動に切り替え，

消火栓及び消防車を使用し，継続して消防隊長の指揮のもと

初期消火活動・延焼防止活動を行う。なお，予防散水につい

ては，火災防護計画に定める。 

第 2.3.1.2-1表 自衛消防隊編成 

(2) 予防散水計画

防火帯により森林火災が発電用原子炉施設へ影響を及ぼ

すことはないが，森林火災の状況に応じて防火帯付近へ予

防散水を行う。また，外部からの情報により森林火災を認

識し，発電所敷地境界へ到達するまでに時間的な余裕があ

る場合には，発電所構内への延焼を抑制するために敷地境

界近傍への予防散水を行う。 

万一，防火帯の内側に飛び火した場合は，自衛消防隊の

活動を予防散水から防火帯内火災の初期消火活動に切り替

え，消火栓及び消防車を使用し，継続して自衛消防隊長の

指揮のもと初期消火活動・延焼防止活動を行う。なお，予

防散水については，火災防護計画に定める。 
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a. 予防散水に期待する効果

防火帯は，防火帯突破確率 1％となる防火帯幅 18.4m に対

し，約 20mの防火帯を設定している。 

予防散水は，防火帯付近を濡らすことで火の粉の発生や飛

び移りの抑制を図り，防火帯の機能をより強化するために実

施する。 

b. 防火帯付近への予防散水計画

活動用水は，構内屋外消火栓※を使用する。

使用資機材は消防車 2 台。対応要員数は 10 名。 

防火帯付近散水エリアと消火栓位置を第 2.3.1.2-2 図

に示す。また，各散水エリアに使用する消火栓を第 

2.3.1.2-2 表に示す。 

※：構内屋外消火栓の確保を優先とするが，状況に応じて

防火水槽，海水を活動用水として使用する。 

第 2.3.1.2-2 表 防火帯付近散水エリアと使用水源 

ｂ．散水開始までの所要時間 

(a) 防火帯への散水

 ⅰ) 火炎到達時間が最短となる発火点 1 から出火した森

林火災が，最短で発電所に到達する散水地点Ａにおい

て散水活動を行う。散水位置を第 4.1-3図に示す。 

 ⅱ) 水源は散水地点に最も近い屋外消火栓※を使用する。

なお，屋外消火栓の水源は原水タンクであり，このタ

ンクの水源は工業用水より自動補給されるため，連続

散水が可能である。原水タンクは防火帯の内側に設置

されているため，森林火災の影響は受けない。 

 ⅲ) 消防自動車 1 台を使用したときの対応人数を第

4.1-3表に，消防自動車仕様を第 4.1-4表に示す。 

 ⅳ） 万が一の飛び火等による火炎の延焼を確認した場合

には，自衛消防隊による初期消火活動を行う。なお，

外部からの情報により森林火災を認識し，防火帯に到

達するまでに時間的な余裕がある場合には，発電所構

内への延焼を抑制するために防火帯近傍への予防散水

を行う。 

※ 外部電源喪失により屋外消火栓の駆動ポンプである構

内消火用ポンプが使用不能となった場合には，防火水

槽を水源とし，消防自動車を用いて散水する。なお，

消防自動車のポンプ圧力性能（約 2.1MPa）は，防火水

槽から最も遠い防火帯外縁への散水を想定した最大の

損失圧力（約 1.2MPa）を上回るため，防火帯外縁の全

ての箇所について散水可能である。 

ａ．予防散水に期待する効果 

防火帯は，防火帯突破確率１％となる防火帯幅 19.5m に

対し，約 21mの防火帯を設定している。 

予防散水は，防火帯付近を濡らすことで火の粉の発生や

飛び移りの抑制を図り，防火帯の機能をより強化するため

に実施する。 

ｂ．防火帯付近への予防散水計画 

・活動用水は，防火帯内側の構内屋外消火栓等※を使用す

る。 

・使用資機材は消防車２台。対応要員数は６名。

・防火帯付近散水エリアと水源位置を第 2.3.1.2-2図に

示す。また，各散水エリアに使用する水源を第

2.3.1.2-2表に示す。

※：構内屋外消火栓の確保を優先とするが，状況に応

じて防火水槽，海水等を活動用水として使用する。 

第 2.3.1.2-2表 防火帯付近散水エリアと使用水源 
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第 2.3.1.2-2 図 防火帯付近散水エリアと消火栓位置 

c. 対応手順と所要時間

対応手順と所要時間を第 2.3.1.2-3 表に示す。また，「(d)

訓練実績 (1)森林火災を想定した予防散水訓練実績（防火帯

付近）」において，検証した所要時間（実績）を下段に示す。 

第 4.1-3表 散水地点及び対応人数（防火帯） 

第 4.1-3図 散水位置（防火帯） 

第 4.1-4表 消防自動車仕様 

(b) 所要時間

第 4.1-5表に示すとおり，火災情報入手後，11分で散水

活動を開始可能である。 

第 2.3.1.2-2図 防火帯付近散水エリアと水源位置 

ｃ．対応手順と所要時間 

対応手順と所要時間を第 2.3.1.2-3表に示す。また，「f.

予防散水の検証結果(a)森林火災を想定した予防散水訓練

実績（防火帯付近）」において，検証した所要時間（実績）

を下段に示す。 
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第 2.3.1.2-3 表 防火帯付近への予防散水手順と所要時間 第 4.1-5表 散水開始までの所要時間（防火帯） 

(c) 評価結果

発火点 1の火炎到達時間 0.2時間（約 12分）以内で散水

が可能である。なお，発火点 1と防火帯の間は幅 7mの道路

があり，解析モデルへは保守的に周囲と同じ植生※を入力

し，火炎到達時間を算出している。実際には非燃焼領域で

あるこの道路があることによって，火炎到達時間はより長

くなると考えられる。 

※ 解析上は，道路周囲と同じ植生（落葉広葉樹）を

入力 

(4) 森林火災時のモニタリングポストへの対応

モニタリングポストについては，発電所周辺監視区域付近に

おける空間線量率の監視を行うために発電所敷地境界付近（防

火帯の外側）に 4箇所設置している。 

モニタリングポストは防火帯外側に設置されているため，森

第 2.3.1.2-3表 防火帯付近への予防散水手順と所要時間
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林火災による影響を確実に防止できるとは考えていない。 

モニタリングポストが森林火災の影響を受け機能を喪失した

場合は，防火帯内側に保管してある可搬型モニタリングポスト

を設置し，代替監視を行う。可搬型モニタリングポストはモニ

タリングポスト用として 4 台準備する。また，電源は外部バッ

テリーを適時交換することで連続供給可能であり，データ伝送

は衛星回線による通信機能を有しており，中央制御室及び緊急

時対策所にて，常時監視が可能である。 

  なお，可搬型モニタリングポストを配置場所まで運搬・設置

し，監視・測定を開始するまでの所要時間は，1 台当たり約 50

分を想定（10台設置する場合は，約 8時間 10分を想定）。 

  可搬型モニタリングポストのイメージ図を第 4.1-4 図，配置

図を第 4.1-5図に示す。 

  森林火災が発生した場合，防火帯内側にある発電用原子炉施

設の防護を第一に考える。ただし，風向き等から森林火災が発

電用原子炉施設へ影響を与えないと判断した場合は，モニタリ

ングポスト付近への散水を行う。

モニタリングポスト付近への散水開始までの所要時間を訓練

にて測定した。 

第 4.1-4図 可搬型モニタリングポストのイメージ 

ａ．散水開始までの所要時間 

(a) モニタリングポストへの散水訓練

ⅰ) 消防自動車待機位置，初期消火活動要員集合場所か

ら遠いモニタリングポスト D において散水活動を行

う。散水位置を第 4.1-5図に示す。 

ⅱ) 水源は，散水地点に一番近い北地区防火水槽（北側）

（保有水量：40m３）を使用。 

ⅲ) 消防自動車 1 台を使用したときの対応人数を第

4.1-6表に示す。 
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第 4.1-6表 散水地点及び対応人数（モニタリングポスト） 

第 4.1-5図 モニタリングポスト位置及び 

可搬型モニタリングポスト設置位置 

(b) 訓練結果

第 4.1-7表に示すとおり，火災情報入手後，約 16分で散

水活動を開始可能である。ただし，この結果は津波防護施

設を考慮していないため，津波防護施設設置後に再訓練を

実施し，散水開始までの所要時間を確認する。 
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d. 発電所敷地境界への予防散水計画

発電所周辺の 5 方向を代表ポイントとし，発電所敷地境界

への予防散水計画を定めた。発電所敷地境界への予防散水計

画を第 2.3.1.2-4 表に示す。 

代表ポイントは，森林火災影響評価において卓越方向

と評価した南南東とホース展開に最も時間を要すると

考えられる刈羽トンネル方向※を含めることとし，この 

2 方向の中間方向となる 3 方向を加え，発電所外周を

ほぼ等間隔に分割できる 5 ポイントとした。 

※：刈羽トンネルポイントは，消火栓からのホース展開

距離が最も長く（1500ｍ），放水位置の高低差も最も

大きい（46.4m）ことから，予防散水の実施条件が最

も厳しい。 

第 4.1-7表 散水開始までの所要時間（モニタリングポスト） 

(5) ホース展張距離を踏まえた散水可能範囲

これまでのホース展張検証により，約 900mのホース展張が可

能であることを確認している。防火帯内の屋外消火栓から防火

帯周辺までの離隔距離は，最長でも 300m 未満であるため，防火

帯内の散水は可能である。（別紙 2.9） 

ｄ．発電所敷地境界への予防散水計画 

発電所敷地境界に設置されているモニタリング・ポスト

６箇所を代表ポイントとし，発電所敷地境界への予防散水

計画を定めた。発電所敷地境界への予防散水計画を第

2.3.1.2-4表に示す。 

・条件の相違

【柏崎 6/7】 

島根 2 号炉は，発電所

敷地境界の代表ポイン

トとしてモニタリン

グ・ポストを選定 
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活動用水は構内屋外消火栓とし，代表ポイントまでホ

ースを展開する。ホース展開距離，消火栓から散水ポ

イントまでの高低差を考慮し，中継用の消防車を配置

する。敷地境界への予防散水を第 2.3.1.2-4 図に示

す。 

第 2.3.1.2-4 表 敷地境界への予防散水計画 

なお，活動用水は防火水槽，山林消火栓等とし，代表ポ

イントまでホースを展開する。ホース展開距離，水源から

散水ポイントまでの高低差を考慮し，中継用の消防車を配

置する。 

第 2.3.1.2-4 表 敷地境界への予防散水計画 

第 2.3.1.2-3図 敷地境界散水エリアと水源位置 
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e. 予防散水時のアクセスルート

森林火災が発生し発電所構内へ延焼するおそれがある場

合には，構内道路の一部を防火帯として機能させる。その

際には，防火帯内の車両通行を規制し，防火帯内から車両

がない状態を確立する。（予防散水活動を行う消防車両を除

く） 

なお，中央交差点ではアクセスルートが防火帯に近接し

ていることから，「3.3建屋外壁の温度評価」と同様の方法

にて，最大火線強度が最も高い評価となった森林火災（ケ

ース 2）における輻射強度を算出したところ，当該箇所に

おける森林火災時の輻射強度は最大でも 2.1kW/m2 程度※

であり，車両等の通行に影響を及ぼすことはないことを確

認している。（第 2.3.1.2-3 図） 

よって，車両通行を規制した場合においても，各防護対

象設備へのアクセスルートの確保が可能である。（第 

2.3.1.2-4 図） 

なお，中央交差点近傍における森林火災の燃焼継続時間

（約 14 時間）のうち，中央交差点において，人が長時間

さらされても苦痛を感じない放射熱強度（輻射強度）であ

る 1.6kW/m2 を超えている時間は数十秒程度である。 

※：石油コンビナートの防災アセスメント指針では，人が

長時間さらされても苦痛を感じない放射熱（輻射）強

度を 1.6kW/m2，1 分間以内で痛みを感じる強度を 

2.3kW/m2 している。 

ｅ．予防散水時のアクセスルート 

原則，発電所構内の道路は初期消火活動を行う消防車等

の移動ルートとなることから防火帯へは含めず，道路と防

火帯が近接する箇所は道路の際を起点として防火帯を設定

する。 

ただし，敷地外からのアクセス道路に交わる箇所は森林

火災時に複数同時に使用不可とならないと考えることか

ら，防火帯として機能させる。 

また，可搬型重大事故等対処設備の保管場所及び当該場

所へのアクセスルートについては，対応時の影響緩和のた

め，森林縁から防火帯（約 21m）に加え約 11m離隔する。 

当該箇所にて，最大火線強度が最も高い評価となった森

林火災（ケース１）における輻射強度を算出したところ，

森林火災時の輻射強度は 1.6kW/m2以下となるため，車両等

の通行に影響を及ぼすことはないことを確認している。 

※：石油コンビナートの防災アセスメント指針では，人

が長時間さらされても苦痛を感じない放射熱（輻射）

強度を 1.6kW/m2としている。 

・条件の相違

【柏崎 6/7】 

島根 2号炉は，構内ア

クセスルートを防火帯

として設定していない 

・評価結果の相違

【柏崎 6/7】 

島根 2号炉は，人が長

時間さらされても苦痛

を感じない放射熱（輻

射 ） 強 度 と さ れ る

「1.6kW/m2以下」を基準

に評価を実施 
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第 2.3.1.2-3 図 中央交差点における輻射強度の時間 

第 2.3.1.2-4 図 敷地境界への予防散水 
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f. 予防散水の検証結果

(a)森林火災を想定した予防散水（防火帯付近）

実施日：平成 29 年 1 月 23 日（月）13 時 20 分～16 時

40 分 

想定火災到達地点：散水エリア B  

訓練内容：ホース展開，消防車連結，散水を行う 

評価： 

消防車 2 台連結による散水を実施し，散水可能であっ

た。 

出動から散水開始までの所要時間は約 60 分であった。 

防火帯散水エリアのうち，予防散水の実施条件が厳しい

エリア B で散水が可能であることから，全ての防火帯

散水エリアに対し，所定の時間内で散水が可能であると

評価する。 

第 2.3.1.2-5 図 予防散水の状況（防火帯付近） 

ｆ．予防散水の検証結果 

(a) 森林火災を想定した予防散水（防火帯付近）

実施日：令和元年 6月 23日

想定火災地点：散水エリア⑥ 

訓練内容：ホース展開，消防車連結，散水を行う 

評価： 

・消防車２台連結による散水を実施し，散水可能であった。 

・出動から散水開始までの所要時間は約 60分であった。

・防火帯散水エリアのうち，水源から散水箇所の高低差及

びホース展開距離を考慮して，予防散水の実施条件が厳

しいエリア⑥で散水が可能であることから，すべての防

火帯散水エリアに対し，所定の時間内で散水が可能であ

ると評価する。

第 2.3.1.2-4図 予防散水の状況（防火帯付近） 

・条件の相違

【柏崎 6/7】 

地域特性を踏まえた

条件設定の相違 
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(b)森林火災を想定した予防散水（敷地周辺）

実施日：平成 25 年 10 月 31 日（木）9 時 30 分～13 時

30 分 

想定火災到達地点：刈羽トンネルポイント 

訓練内容：ホース展開，消防車連結，散水を行う 

評価： 

消防車 3 台連結により実施し，散水可能であった。 

準備開始から散水開始までの所用時間は約 2 時間であ

った。 

※：所要時間は，消火栓やホースの接続位置，操作手順及

び送水圧力等を確認しながらの時間 

予防散水の実施条件が厳しい刈羽トンネルポイントで散

水可能であることから，発電所敷地境界全域に対して散

水が可能であると評価する。 

第 2.3.1.2-6 図 予防散水の状況（敷地周辺） 

(b) 森林火災を想定した予防散水（敷地境界）

実施日：令和元年 6月 20日

想定火災到達点：モニタリング・ポスト No.６ 

訓練内容：ホース展開，消防車連結，散水を行う 

評価： 

・消防車２台連結により実施し，散水可能であった。

・準備開始から散水開始までの所要時間は約１時間であっ

た。 

※：所要時間は，消火栓やホースの接続位置，操作手

順及び送水圧力等を確認しながらの時間 

・水源から散水箇所の高低差及びホース展開距離を考慮し

て，予防散水の実施条件が厳しいポイントで散水可能で

あることから，発電所敷地境界全域に対して散水が可能

であると評価する。 

第 2.3.1.2-5図 予防散水の状況（敷地境界） 

・条件の相違

【柏崎 6/7】 

地域特性を踏まえた

条件設定の相違 
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(c)自衛消防隊の力量維持のための訓練

自衛消防隊は，消火対応の力量を維持するために，訓練

を計画的に実施する。自衛消防隊に係る訓練を第 

2.3.1.2-5 表に示す。 

第 2.3.1.2-5 表 自衛消防隊に係る訓練 

(c) 自衛消防隊の力量維持のための訓練

自衛消防隊は，消火対応の力量を維持するために，訓

練を計画的に実施する。自衛消防隊に係る訓練を第

2.3.1.2-5表に示す。 

第 2.3.1.2-5表 自衛消防隊に係る訓練 
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2.3.2 防火帯幅の評価結果 

第 2.2-13表の評価結果から，評価上必要とされる防火帯幅約

18.4mに対し，約 20m幅の防火帯を設置する（第 2.3.2-1 図）。 

森林火災の延焼を防止するために，防火帯を設置する。 

防火帯は，安全施設及び重大事故等対処設備を原則防護す

るように設定する（防火帯の外側となる設備は，送電線，

通信線，気象観測装置及び放射能監視設備）。 

防火帯は，発電所設備及び駐車場の配置状況を考慮し，干

渉しないように設定する。 

防火帯の設定に当たっては，草木を伐採する等,可燃物を

排除する。その後，除草剤の散布やモルタル吹付け等を行

い，草木の育成を抑制し,可燃物がない状態を維持する。

また，防火帯の管理（定期的な点検等）の方法を火災防護

計画に定める。（別紙 2－1） 

第 2.3.2-1 図 防火帯設置位置 

2.3.2 防火帯幅の評価結果 

第 2.2-12表の評価結果から，評価上必要とされる防火帯

幅19.5mに対し， 約21m幅の防火帯を設置する。（第2.3.2-1

図） 

a.森林火災の延焼を防止するために，防火帯を設置する。

b.防火帯は，安全施設及び重大事故等対処設備を原則防護す

るように設定する（防火帯の外側となる設備は，送電線，

通信線及び放射線監視設備）。

c.防火帯は，発電所設備及び駐車場の配置状況を考慮し，干

渉しないように設定する。

d.防火帯の設定にあたっては，草木を伐採する等，可燃物を

排除する。その後，除草剤の散布やモルタル吹付け等を行

い，草木の育成を抑制し，可燃物がない状態を維持する。

また，防火帯の管理（定期的な点検等）の方法を火災防護

計画に定める。（別紙 2-1）

第 2.3.2-1図 防火帯設置位置 
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2.3.3 外部火災時のモニタリングポスト及び気象観測装置の対

応について  

外部火災が発生した場合においても，発電用原子炉を安

全に停止するための設備に影響がないように防火帯を設置

し，安全上重要な設備はその内側に配置し，外部火災によ

る影響がないことを確認している。 

モニタリングポストについては，柏崎刈羽原子力発電所

の周辺監視区域付近における空間線量率の監視を行うため

に発電所敷地境界付近（防火帯の外側）に 9 箇所設置して

いる。 

また，気象観測装置については，風向，風速等を測定， 記

録するため構内林内（防火帯の外側）に設置している。 

測定器は屋外に設置されており，外部火災による影響を

確実に防止できるものとは考えないが，可能な限り影響の

軽減を図ることから，外部からの情報により森林火災を認

識し，発電所敷地境界へ到達するまでに時間的な余裕があ

る場合には，敷地境界近傍への予防散水を行う。 

なお，森林火災の進展によりモニタリングポスト及び気

象観測装置の機能が喪失した場合は，防火帯の内側に保管

している可搬型モニタリングポスト（バッテリー駆動可

能：9 台）及び可搬型気象観測装置（バッテリー駆動可能：

1 台）により代替測定を実施する（第 2.3.3-1 図，第 

2.3.3-2 図）。 

可搬型モニタリングポストがモニタリングポスト周辺に

設置できる場合は，その周辺に設置し，森林火災の延焼に

よりモニタリングポスト周辺に設置できない場合は，発電

所構内の同一方向に設置する。可搬型モニタリングポスト

等を配置場所まで運搬・設置し，監視・測定を開始するま

での所要時間は，1 台当たり約 30 分を想定（9 台設置す

る場合は，約 4 時間 30 分を想定）。 

可搬型気象観測装置が気象観測装置周辺に設置できる場

合は，その周辺に設置し，森林火災の延焼により気象観測

装置周辺に設置できない場合は，周囲に障害物や照明がな

いエリアに設置する。 

2.3.3 外部火災時のモニタリング・ポストの対応について 

外部火災が発生した場合においても，発電用原子炉を安全に

停止するための設備に影響がないように防火帯を設置し，安全

上重要な設備はその内側に配置し，外部火災による影響がない

ことを確認している。 

モニタリング・ポストについては，島根原子力発電所の周辺

監視区域付近における空間線量率の監視を行うために発電所

敷地境界付近（防火帯の外側）に６箇所設置している。 

測定器は屋外に設置されており，外部火災による影響を確実

に防止できるものとは考えないが，可能な限り影響の軽減を図

ることから，外部からの情報により森林火災を認識し，発電所

敷地境界へ火災が到達するまでに時間的な余裕がある場合に

は，敷地境界近傍への予防散水を行う。 

なお，森林火災の進展によりモニタリング・ポストの機能が

喪失した場合は，防火帯の内側に保管している可搬式モニタリ

ング・ポスト（バッテリー駆動可能：６台）により代替測定を

実施する。（第2.3.3-1図，第2.3.3-2図） 

可搬式モニタリング・ポストがモニタリング・ポスト周辺に

設置できる場合は，その周辺に設置し，森林火災の延焼により

モニタリング・ポスト周辺に設置できない場合は，発電所構内

の同一方位に設置する。可搬式モニタリング・ポストを設置場

所まで運搬・設置し，監視・測定を開始するまでの所要時間は，

１台あたり約30分を想定（６台を設置する場合は，約４時間を

想定）。 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根 2号炉では，気象

観測装置は，防火帯の内

側に設置 

・条件の相違

【柏崎 6/7】 

地域特性を踏まえた

想定時間の相違 

・設備の相違

【柏崎 6/7】 

島根 2号炉では，気象

観測装置は，防火帯の内

側に設置 
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第 2.3.3-1 図 可搬型モニタリングポスト（左）， 

可搬型気象観測装置（右） 

第 2.3.3-2 図 可搬型モニタリングポスト設置位置 

第2.3.3-1図 可搬式モニタリング・ポスト 

第2.3.3-2図 可搬式モニタリング・ポスト設置位置 
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4.2 防火帯幅 

(1) 防火帯幅の設定

ＦＡＲＳＩＴＥ解析結果から算出された，防火帯外縁から

100mの範囲における最大火線強度は，発火点 3の 6,278kW／m

であり，「Ａｌｅｘａｎｄｅｒ ａｎｄ Ｆｏｇａｒｔｙの手

法（風上に樹木が有る場合）」を用いて，防火帯幅（火炎の防

火帯突破確率 1％の値）を算出した結果，評価上必要とされ

る防火帯幅 21.4mに対して，約 23m幅の防火帯を設定する。

火線強度に対する防火帯の相関図を第 4.2-1図に示す。 

第 4.2-1図 火線強度に対する防火帯の相関図 

(2) 火線強度抽出範囲の設定について

防火帯幅は，防火帯外縁に存在する植生からの延焼を考慮

して，防火帯外縁の最大火線強度に基づき算出するが，防火

帯外縁から離れた地点でより大きい火線強度が存在する可能
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性を考慮して，防火帯外縁から 100m範囲の火線強度を確認し

ている。この結果から得られた最大火線強度 6,278kW／mに基

づく防火帯幅 21.4m に保守性を持たせた約 23m の防火帯を設

定する。なお，防火帯外縁から 100mより遠くに存在するメッ

シュについて，必要な防火帯幅が 100m以上となるものはない

ことを確認しているため，防火帯幅の決定において考慮する

必要はない。 

(3) 出火時刻の違いによる感度解析について

ＦＡＲＳＩＴＥでは日射量が可燃物の水分量に影響を与え

るため，日射量が多くなる日中時間帯に火線強度が高くなる。

同じ発火点からの火災であっても，出火時刻によって最大火

線強度に違いが生じるため，全発火点のうち最も高い最大火

線強度となった発火点 3 に対して 4 パターンの出火時刻を設

けて，感度解析を行った。解析結果を第 4.2-1表に示す。 

第 4.2-1表 感度解析結果 

設定する防火帯幅約 23mに相当する火線強度 7,978kW／mは，

第 4.2-2 図に示すとおり，感度解析から算出された火線強度を

十分に上回ることを確認した。 
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第 4.2-2図 感度解析結果と防火帯 23mの火線強度 

(4) 防火帯の設定

  ａ．防火帯の設定方針 

(a) 防火帯幅は，防護対象設備（安全重要度分類のクラス

１，クラス２及びクラス３のうち防火帯幅の確保により

防護する設備）を囲むように設定する。 

(b) 駐車場等，延焼の可能性があるものと干渉しないよう

に設定する。 

  ｂ．防火帯の設定方法 

防火帯の配置図を第 4.2-3図に示す。 

なお，防火帯を 9 のエリアに分割し，設定方法の違いと

特徴について第 4.2-2表に示す。 

第 4.2-3図 防火帯の配置図 
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第 4.2-2表 エリア別防火帯の設定方法 

ｃ．防火帯の管理 

防火帯の管理については火災防護計画に定め，駐車車両

等の可燃物及び消火活動に支障となるものは原則として配

置しない管理を行う。（別紙 2.6） 
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